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P r o f i l e

最新労働法解説

あっせんの現場にみる職場
トラブルの実際と解決策
―昨今の個別労働関係紛争の実態からトラブル回避や
円満解決のヒントを探る―

講師●九州大学法科大学院　教授　野田　進（のだ　すすむ）

　解雇、雇止め、メンタルヘルス問題、
労働条件や賃金など、使用者と労働者と
の間で発生する各種の労務トラブルにつ
いて、あっせんの現場では各事案の問題
解決に向けた様々な取り組みが行われて
おります。
　本例会は、あっせんの現場に蓄積され
た事案から、労務トラブルの傾向や未然
の防止策、問題発生時に円満解決を図る
ための方策など、人事労務担当者が知っ

ておきたいポイントについて解説いただ
きます。講師には、九州大学法科大学院
教授の野田進先生をお招きし、あっせん
現場の第一線でのご体験をふまえた具体
的なお話をいただきます。

　1950年、福岡県生まれ。神戸大学卒業。会社勤務の後、東京大
学大学院法学政治学研究科博士後期課程単位修得。大阪大学助教
授を経て、1992年より、九州大学教授。博士（法学）。
　主な著書に、『労働契約の変更と解雇』（信山社、1997）、『「休暇」
労働法の研究』（日本評論社、1999）。『事例判例労働法』（弘文堂、
2011）。『休み方の知恵』（共著・有斐閣、1992）、『働き方の知恵』
（共著・商事法務、2004）、『労働法ロールプレイング』（共著・有
斐閣、2000）、『シネマで法学（第２版）』（共編著・有斐閣、2006）、
『労働法の世界（第９版）』（共著・有斐閣、2011）、『判例労働法入
門（第２版）』（編著・有斐閣、2011）』、『判例チャートで学ぶ労働
法』（共編著・法律文化社、2011）
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本定例会のポイント

金銭解決の妥当性

　労働局あっせんでいちばん多い解雇事案は、金銭解決にならざるを得
ない。労使とも自分が正しいと思い込みそれを貫徹しまっては解決にな
らない。正義の追及をしたければ裁判所に行けばよい。どこまで「互
譲」できるかは、労使双方とも自分の確信と紛争長期化リスクを天秤に
かけて判断をする。そのため、労働者側が金銭補償を求め、使用者があ
る程度の金銭解決になら応じられる、という場合に限りあっせんは成立
する。こうしたことから、額はともかく、金銭解決にならざるを得な
い。

不適正なあっせん

　「不適正なあっせん」もあり得る。あっせんは当事者の和解合意を仲
介する手段にすぎないため、事実誤認等により誤ったあっせん案を提示
しても、当事者が合意すれば適正でないとしても違法とまではいえな
い。不適正なあっせんは制度に対する信頼を失わせ、存立の基盤を脅か
すものになる。また、労働契約法17条のいう「やむを得ない事由」が
ないのに解雇の効力を認めて、労働者が求める復職を認めないあっせん
案が提示され、当事者が合意した場合、法令の誤認と合意成立とが因果
関係として直結しており、誤りと知っていたら合意しなかったならば、
その合意を無効とすべきであろうが、その判断は微妙であろう。

あっせん担当者の専門性

　労働局あっせんの課題はいくつかあるが、あっせん担当者に専門性を
高めるということもその１つである。労働審判員や労働委員会の公益委
員などについては、研修が実施されているが、あっせん委員は何の訓練
も指導も受けていない。その委員が単独であっせんを担当しているが、
これでは専門性が担保されているとは言いがたい。あっせん委員への報
酬もその労力に比べ低額であり、あっせんが成立しているのは、紛争調
整委員会委員の情熱に負うところが大である。ただ、この情熱だけを頼
りにしていては、適正・的確なあっせん制度が存続していくのは難し
い。
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　九州大学法科大学院で労働法を担当し
ております野田と申します。本日は、
『労働紛争解決ファイル～実践から理論
へ～』（労働開発研究会刊）に書いたこ
とを中心にしながら「あっせん現場にみ
る職場トラブルの実際と解決策」という
テーマでお話しいたします。よろしくお
願いいたします。

労働紛争の解決シ
ステム

多様な解決システム
　早速ですが、中身に入っていきます。
　労使間の紛争は、集団的労働紛争と個
別労働関係紛争とに分けられます。前者
は労働組合など労働者集団と使用者との
間の紛争であるのに対して、後者は個別
の労働者と使用者との間で生ずる労働契
約をめぐる紛争です。他方、紛争解決の
方式についても、これを二つに分けるこ
とができます。当事者の主張する事実を
認定して、これに法を適用することによ

1

り権利関係を確定する「判定的解決」
と、第三者が介入して当事者の譲歩と合
意を促すことにより紛争を解決する「調
整的解決」です（図表１）。
　わが国では、集団的労働紛争について
は解決機関が早くから整備されており、
旧労組法（1945年）の時期も含めると、
60年以上にわたり労働委員会が紛争解決
に携わっています。労働委員会では、調
整的解決として、労調法に基づく斡旋
（労調法10条以下）、調停（同17条以下）、
仲裁（同29条以下）を、判定的解決とし
て不当労働行為の救済（労組法27条以
下）を実施してきました。これに対し
て、個別労働関係紛争については長らく
固有の解決機関が存在せず、社会的欠陥
の一つとなっていました。
　増加する個別労働紛争に対して、何ら
かの対応が迫られるようになりました。
　そこで、①2001（平成13）年７月「個
別労働関係紛争の解決の促進に関する法
律」に基づき、同年10月に厚生労働省の
都道府県労働局におけるあっせん制度が
開始されました。また、②2004（平成
16）年「労働審判法」に基づき、2006

図表１
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（平成18）年４月より、判定的解決を受
け持つ労働審判制度が発足しました。
　先述した調整的解決ですが、これは第
三者が介入し、いわば白黒をつけずに、
互譲の精神により、将来に向けた解決を
志向するものです。紛争のすべてにおい
て白黒をつければ円満に解決がなされる
というわけではありません。

個別労働関係紛争解決システム
の発展
　個別労働関係紛争解決システムの発展
についていいますと、その最大の契機と
いえるのは、2001年６月12日に、司法制
度改革審議会意見書が出されたことだと
思います。意見書を機縁として裁判の迅
速化、法科大学院制度の発足がなされま
した。
　意見書は労働分野にも言及をしていま
す。労働関係事件への総合的な対応の強
化という項目が同意見書にありまして、
労働関係事件に関し、民事調停の特別な
類型として、雇用、労使関係に関する専
門的な知識と経験を有する者の関与する
労働調停を導入すべきである、という旨
のかなり具体的な提案をしています。
　また同じ2001年には、都道府県労働局
において、紛争調整委員会によるあっせ
んを行うことを規定した個別労働紛争解
決促進法（個別労紛法）が出来ました。
法律が出来て、10月からすぐにあっせん
が始まりました。私も福岡で、この紛争
調整委員会の委員長になり、ずっとあっ
せんの現場に関与してきました。
　紛争調整委員会が出来た後、均等法、
パート労働法、育児介護休業法、それぞ
れの不利益取り扱いに関する紛争も、こ

の委員会で担当させようということにな
りました。ただ、公序に関するものであ
るため、あっせんではなくもっとオフィ
シャルな形で解決させようということ
で、調停で対応しようということになり
ました。当初、均等法上の調停は全く別
の仕組みだったのですが、それを紛争調
整委員会のほうへ移管して、都道府県労
働局の紛争調整委員会が調停として受け
持つことになりました。私は移管前にも
移管後にもこの調停に携わっています
が、だいぶあっせんとは違う雰囲気があ
ります。
　また、翌2002年から、道府県労働委員
会で個別労働紛争のあっせんが開始され
ています（個別労紛法20条）。各地方公
共団体として、国の施策とあいまって、
個別労働紛争解決の促進に一定の責任を
持って仕事をするというような規定が設
けられています。その仕事を担うには、
都道府県労働委員会が適当だろうという
ことで、従来は集団法の仕事をしてきた
労働委員会が個別労働紛争の仕事もする
ようになりました。岡山県では全国で唯
一この紛争解決ために条例を作ってその
仕事にあたっています。ほかの県でも、
条例とまではいきませんが、要綱などを
作成しているところがあります。労働委
員会のあっせんですが、もちろん、公労
使の三者構成となっています。
　2006年には、裁判所で審判という形を
とる労働審判制度が発足しました。これ
は上記意見書の提案を具体化したもので
す。審判はあくまでも判定です。権利義
務、損害額などを確定していきます。し
かし、実情を概略で見てみますと労働審
判制度に持ち込まれたものの約７割は調
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停で解決しています。残りの30％のうち
15％は取り下げで終結、もう15％のうち
半分は訴訟に移っています。そのまた半
分の７～８％程度が純粋に労働審判とい
う形で終結します。
　先ほど、道府県労働委員会といいまし
たが、東京、兵庫、福岡の労働委員会は
あっせんをしていません。しかしその代
り、知事部局であっせんをしています。
労政担当部局で直接、あっせんをしてい
ます。その担当事務所は、福岡の場合、
かつては労働福祉事務所といっていたの
ですが、最近は労働者支援事務所といっ
ています。同事務所の仕事のほとんどが
あっせんになっています。
　そのほか、民間団体、とくに社労士会
があっせんをしたりしています。このよ
うにいろいろなところがあっせんを行っ
ています。
　各機関の紛争受理件数は順調に増加し
ています。ただ、国際的にみると、フラ
ンスの労働審判は年間16万件、イギリス
の雇用審判所も同程度、ドイツの労働裁
判所では年間40万件となっていますの
で、まだまだ事件をすくい上げていない
と思います。
　日本は労働審判が増えたといっても
3500件程度です。紛争調整委員会のあっ
せんも、8000件に及ばないという程度で
す。制度発足から件数が伸びてきていま
して、これからも伸びると推測されてい
ました。しかし2010年、かなり件数が減
りました。この点について、私はかなり
危機意識を持っています。労働審判につ
いては、一昨年約3500件だったのが、昨
年は約3000件となっています。そして、
個別労働紛争のあっせんについては、平

成22年度個別労働紛争解決制度施行状況
という資料を見ますと、あっせん申請受
理件数は、6390件と前年の7821件に比べ
18.3％減となっています。この資料をさ
らにみますと、福岡では232件から119件
に減っていまして約半減、東京も福岡と
同じように件数が３割も減っています。
全国的には２割程度の減少幅なのです
が、福岡では５割減、東京では３割減に
なっています。2009年にリーマンショッ
クの影響があったので、以上に件数が増
えていたという見方もできると思います
が、それにしても、今まで増えてきたも
のが減少に転じたことについて、私は不
安を抱いています。制度自体が克服すべ
き課題についても検討が必要だといえま
す。
　
各制度の特色
　次に、各紛争解決制度の特色を確認し
ておきましょう。
　図表２は、労働審判、労働局あっせ
ん、労働委員会あっせんの３つを比較し
たものです。
　ところで、紛争解決機関の役割です
が、私はこれを牛丼屋さんと同じで速
い、安い、うまいの３つが求められてい
ると思います。この３つの角度から説明
します。

図表２
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　解決に要する期間ですが、労働審判が
平均70日以内（３回以内）、局あっせん
が１か月以内で半数の案件が処理されて
います。そして、労働委員会あっせんも
だいたい１か月程度で処理されていま
す。ですから、速さという意味では３つ
の制度とも及第点だといえます。
　次に費用です。労働審判は、解雇され
て余裕のない人にとっては決して安くあ
りません。局あっせんと、労働委員会あ
っせんは無償です。無償ですから安いと
いえますが、これと同時に考えるべきは
アクセスの問題です。労働局あっせんは
当然、県庁所在地にしか存在しません。
北海道の場合でも札幌にしかありませ
ん。裁判所の場合は、札幌だけでなくい
くつかの支庁にもあります。そのため、
局あっせんは無償とはいいながらも、県
庁所在地まで出かける費用、時間を考え
ると、必ずしも安いとはいえません。
　一方、労働委員会あっせんのほうは、
現に北海道や島根などいくつかの県で
は、県庁以外の出前あっせんに取り組ん
でいます。自治事務であれば、こうした
柔軟な出前のようなことが可能です。
　図表２の調整員の構成という項目から
下がうまいかどうかを判断する指標にな
ります。
　構成員の構成ですが、労働審判は労働
審判委員会です。労働局あっせんは、法
律上、学識経験者３名となっています
が、実際は１名で行われています。労働
委員会あっせんのほうは、公労使各１名
でやっていまして、これが売りになって
います。
　相手方の出頭義務については、労働審
判の場合は、出頭義務ありということ

で、義務違反には５万円の科料という規
定になっています。労働局あっせんと、
労働委員会あっせんは任意の制度ですの
で、出頭義務がありません。
　それから、審判、調停の拘束力です
が、労働審判の場合は、訴訟移行すれ
ば、拘束力ありということになります。
労働局あっせんと労働委員会あっせんに
は、拘束力がありません。

労働紛争手続法
　法律の世界では、民法という実体法に
対して民事訴訟法という手続法がありま
す。刑法という実体法に対して、刑事訴
訟法という手続法があります。
　これと同じように、労働法の分野で
も、実体法と手続法があるのだというふ
うに考えられるようになってきました。
　私は、手続法の追及する理念と実体法
の追及する理念は一致しないと考えてい
ます。
　例えば、使用者がルールを無視した解
雇をしたとします。そして、おそらく訴
訟をすれば、解雇無効となり、未払い賃
金等の支払われる、という事案だとしま
しょう。
　この事案で解雇された労働者が訴訟を
望まず、あっせん申請をして、会社側は
「絶対に折れません。金銭的な補償もし
ません」という姿勢の場合に、あっせん
委員が「では、１か月分くらいの賃金を
支払って事件を解決されたらどうでしょ
う」と持ちかけたとします。
　そして、会社側が「では、１か月分く
らい払おう」といって、実際に支払っ
て、事件が終わったとします。
　あっせん委員として、本心では、訴訟
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や労働審判に行ったほうが、労働者に有
利な解決になると思うわけです。
　しかし、当該労働者が「いや結構で
す。労働審判や裁判をする余裕はありま
せん。１か月分でも賃金を支払ってもら
えば、それでいいです」といって、労使
が１か月の賃金であっせん合意をすれ
ば、手続法的には何の問題もありませ
ん。
　実体法的には、権利救済が必要なケー
スでも、手続法的には、双方が合意して
あっせんが成立すれば、問題なしという
ことになります。
　最近、雇い止めをされて、精神的にも
傷ついたという例が多くなっています。
そうした事例で慰謝料を50～100万円程
度、あっせん申請で求めるケースがあり
ます。会社側が「悪いと思っています。
労働者のいうとおりの額で解決したい」
といったとします。これは手続的に何の
問題もありません。
　しかし、これを実体法的に考えるとど
うでしょうか。
　同じ事案を、不法行為に基づいて損害
賠償を請求する裁判をするならば、ちょ
っと労働者があっせん請求したときの額
を勝ち得るのはなかなか難しいと思いま
す。実体的には難しくても、紛争解決の
手続としては、解決がついているといえ
るのです。

あっせんのメリット

制度の利用と特色
　あっせん利用者の特色について、最近

2

のJILPTの調査では、非典型雇用の労働
者が多いと指摘されています。私は実感
としてそのように思っていましたが、統
計でも明らかになりました。
　それから、これも私の実感ですが、若
年労働者からの申請が多いと思います。
これは統計で明らかになってはいませ
ん。
　労働局あっせんのメリットは費用がか
からないことと、弁護士や大学教授とい
った専門家が関与するという点にありま
す。
　労働委員会あっせんは公労使三者の構
成になって、かなり大がかりな話になり
ますので、これはなかなか敷居が高いよ
うです。
　このような事情から若い労働者は労働
局あっせんに行きたくなるのではないか
と思います。
　労働局あっせんにどういった問題が持
ち込まれるかといいますと、一番は解雇
です。二番目に多いのはいじめ、嫌がら
せです。労働判例に出てくるいじめの事
件でも、若い労働者が多く、その両親が
原告になっているケースも多々ありま
す。
　以下ではいじめ、嫌がらせに関する３
つの事例を紹介したいと思います（実例
が特定されないため、業種などは脚色し
てあります）。

４か月勤務のバイト従業員の辞
職
　１つ目の事例は、４か月勤務のアルバ
イト従業員が辞職したという事例です。
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ケースＡ

　４ヵ月勤務アルバイトの例

事実の概要

　申請者Ｘさん（18歳、女性）は、家具等の大

型量販店を10店舗経営するＹ会社のＡ支店で、

レジのアルバイトをしていた（期間の定めのな

い契約で、１日６時間勤務）。Ｘさんは、解雇

時は17歳で、高校に行かずにアルバイトを続け

ていた。Ａ支店には、女性アルバイトが15名程

度、レジ打ちと在庫調べの業務に従事してお

り、Ｘさんは最も若かった。就職して３ヵ月ほ

ど経過した頃、お客さんが少ない時間に、彼女

が新人に仕事を教えていたところ、最古参のＢ

さんから私語を止めるように注意された。Ｘさ

んはいったんは謝罪したものの、Ｂさん達のグ

ループの方がよほど私語が多いと思ったので、

言い返した（店長のＣさんの主張だと口汚く猛

反発した）ために、口論になった。その後、Ｂ

さん達グループ５名はＸさんを無視するように

なり、目が合うとにらんで「若いのに調子に乗

るな」などと言われた。また、接客態度につい

て（Ｘさんによれば）身に覚えのない指摘を受

けた。

　Ｘさんは、店長のＣさんに話し合いを求め、

改善してほしい旨を告げた。そこで、Ｃさんが

Ｂさんに話を聞くと、本人のために注意をした

のに心外だ、との答えであった。そこでＣさん

は、Ｘさんに電話して、「あなたにも原因があ

る。仕事に熱心に取り組んでわだかまりをなく

してほしい」旨説得した。すると、Ｘさんは、

精神的苦痛を感じたので、退社すると告げた

（Ｃさんによれば、「むかつくので辞めて、訴え

てやる」と言われた）。

　Ｘさんは、Ｙに対して、慰謝料として給料の

３ヵ月分に相当する金員の支払いを求めた。一

方、Ｙ会社の当初の回答は、自分たちの不手際

があったと認められれば、ある程度は支払うの

にやぶさかでないという内容であった。
解決

　Ｘさんは、未成年であるが、本件あっせん会

場に補佐人を伴わず単独で出頭した。しかし、

はきはきとした口調で、理路整然と自分の主張

を展開する、堂々たる態度であった。彼女は、

妊娠中でもあり、Ｙ社にずっと勤務するつもり

はないが、気持ちの整理（けじめ）をつけるつ

もりであっせんを申請したと言う。したがっ

て、慰謝料としての解決金の金銭の額には、さ

ほどこだわっていない。

　そこで、あっせん員は、Ｙ側を説得の上、給

与１ヵ月分相当の解決金によるあっせん案を示

したところ、両当事者ともすぐに受諾し、合意

に至った。

　
調理場でのいじめ
　２つ目の事例は、調理場でのいじめの
事例です。

ケースＢ

　調理場での「いじめ」

事実の概要

　Ｙ社は、割烹料理店を経営しており、本店の

ほかに、繁華街に３店舗を営んでいる。Ｘさん

（男性、21歳）は、料理人になることを夢見て、

高校卒業後に調理員として同社に入社し（雇用

期間１年間の有期契約）、Ｙ社のＡ支店（従業

員12名）で調理場の勤務を開始した。ところ

が、同支店の料理主任のＢさんは、仕事の不慣

れなＸさんに対して、怒鳴りつけるだけでな

く、１日に何度も「辞めてしまえ」と言う。そ

の他、さして非のないことでも謝るまで説教す

る、同僚の不始末の責任をとらせる、「金物」

を投げる等の行為を繰り返した。こうした状態

が２年近く続き、Ｘさんは精神的に耐え難くな

り、辞職した。その後、知人と相談して、Ｙ社
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に対して、慰謝料として６ヵ月分の給与相当額

を請求した。

　Ｙ社は、そうした事情はある程度把握してお

り、Ｂさんに注意していたが、改善されなかっ

たので、Ｂさんの転勤を考えていたところだっ

た。ただ、そこまでせっぱ詰まった状況とは把

握していなかったという。
解決

　Ｘさんは、母親を補佐人として出頭した。あ

っせん委員は、最初に、申請事項にはなかった

ものの、同人の将来性を考慮するならば、Ｘさ

んはＹ社に復帰する方が望ましいと判断した。

そこで、Ｂさんを地理的に離れた支店に異動さ

せることを前提に、Ｘさんの復職を提案した。

Ｙ社はこれを受け入れ、積極的な対応を約束し

た。しかし、Ｘさんは頑なにこれを拒絶し、同

じ会社に属することさえ恐怖を感じると述べ

た。

　そこで、雇用関係の終了を確認したうえで、

解決金として４ヵ月分の給与相当額を提示した

ところ、双方ともこれを受諾した。

　
退職願の撤回
　３つ目の事例は、退職願の撤回という
事例です。

ケースＣ

　退職願の撤回

事実の概要

　Ｙ社は、スポーツ施設を経営する会社であ

り、Ｘさん（男性、21歳）は、すでに２年半に

わたり、ジムでインストラクター補助の勤務を

している。Ｘさんは、穏和な性格であったから

か、２歳年上の同僚が、彼に対して「仕事が遅

い、指示どおりに仕事をしない」などと、こと

あるごとに大声で注意し、身体や頭を小突くな

どの行為を繰り返していた。このため、Ｘさん

は、「もう暴力に耐えられない」として、ある

年のお盆休み明けに、会社に退職願を提出し

た。しかし、帰宅して冷静に考えると、自分は

インストラクターの仕事が好きなのでどうして

も続けていきたいと考え、翌日に人事担当者に

電話をかけて、退職願を撤回したい旨申し入れ

た。しかし、Ｙ社は、撤回には応じられないと

回答した。そこで、Ｘさんは、復職を求めてあ

っせん申請に及んだ。

　Ｙ社側の主張によれば、会社としてはＸさん

の仕事ぶりには問題があり、同人はインストラ

クターの仕事に向いていないと考えていた。同

僚とのトラブルは、そのためであり、暴力とま

ではいえないのではないかと認識している。し

たがって、Ｘさんの退職は、会社と本人のお互

いにとって良い選択であり、同撤回には応じら

れない。

解決

　Ｙ会社は、退職願の撤回については、まった

く受け入れる余地を示さず、金銭解決について

も、残余年休の買い上げ程度の対応しか示して

いなかった。そこで、あっせん委員は、両当事

者に対して、本件は、暴力の存否はともかく、

退職願の撤回時期等の事情を考慮すれば、撤回

を認めても差し支えない事案であるとの心証を

持っているとの前提で、復職の可能性を追求し

た。

　しかし、Ｙ社は労働契約の終了を前提とした

金銭解決を強く求めた。そこで、Ｘさんにその

旨を告げ、裁判等で争う可能性も告げたが、同

人は復職を断念して金銭解決を選択した。そこ

で、解決金として、給与の約３ヵ月分相当の支

払いを提示したところ、両者ともこれを受け入

れた。
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あっせんのメリット
　以上の２つのケースを訴訟に持ち込ん
で不法行為に基づく損害賠償請求をして
も、まず容認されることは難しいと思い
ます。最近はいじめの労働事件も増えて
いますが、いじめによって自殺や精神障
害等に至ってやっと損害賠償が認められ
るのが実態です。
　ところがあっせんでは、こうしたケー
スでも、何らかの解決を申し出て一定の
解決金を支払ってもらうということが可
能です。これが可能なのは、使用者とし
ても、そうやって解決したほうがよいと
思うからです。
　労働者側にとって、重要なのは実質的
な意味での感情の整理であり、これから
職業人として生きていくための自信の回
復です。あっせん会場での彼らの主張
は、社会の中で自分の職業人としての居
場所を求める、痛切な訴えのように思わ
れました。他方、会社としても、若者た
ちの抗議や要求に対して多少とも責任を
感じており、社会的な体面も意識してい
ます。法的な判定を求めて、労働審判制
度や訴訟に持ち込む必要は、双方ともな
いのです。
　こうした結論が得られるのはあっせん
ならではメリットだと思われます。

あっせんの限界

金銭解決の妥当性
　個別労紛法１条は「実情に即した迅速
かつ適正な解決」をしなさいと規定して

3

います。
　一番件数の多い解雇事件における金銭
解決の実情を見てみると、解雇撤回・労
働契約終了・解決金支払い、というよう
にパターンが決まっています。
　すなわち、①争いのある解雇につい
て、使用者は解雇の意思表示を撤回す
る。②労使双方は、特定の日をもって、
当該労働者の労働契約が終了したことを
認める。③使用者は、労働者に対して一
定の「解決金」を支払う。④労使双方
は、当該紛争の解決により、一切の債権
債務関係が消滅したことを確認する。以
上です。要するに、〈解雇撤回・労働契
約終了・解決金支払い〉の３要素からな
る解決パターンです。
　労働局によっては、このパターンを処
理するための様式を用意してあって、そ
の様式の空欄に簡単な事項（名前、金
額、銀行口座など）を書き込むだけで、
手続きが楽になるという仕組みを作って
います。
　私は100件以上、労働局あっせんをや
っていますが、残念ながら解雇事案で復
職に至った例はありません。復職の直前
まで漕ぎ着けて、会社側が「こちらが悪
かったですから戻ってください」と頭を
下げても、むしろ労働者のほうが復職を
嫌がることがあります。労働者は会社へ
の不信感から、復職を嫌がるのかもしれ
ませんが、こうしたご時世で再就職が大
変でしょうから、戻ったほうがいいと、
私は残念に思ったりします。
　なぜ金銭解決をせざるを得ないかを考
えてみます。
　労働者がどのような気持ちであっせん
の場に来るかというと、一義的には復職
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をしたいと考えています。そして２番目
には、復職が無理なら会社に金銭補償や
謝罪を求めたいと考えています。
　一方、会社側があっせんの場に来ると
きは、自信を持って解雇したのだから、
何も悪いことはしていない、という姿勢
のことが多いです。そして、「会社とし
ては、復職などあり得ない。こんな人、
戻ってきてもらっては困る」という意見
を持っています。
　したがって解雇後の賃金や損害賠償を
支払う気持ちはないが、ある程度の金銭
的解決については応じる気はあるという
ことです。
　ところで、あっせんの場において、労
使当事者は、最初にあっせん委員から次
の説明を受けています。すなわち、あっ
せんは「互譲の精神」により、合意によ
り積極的に解決策を見いだすことを本旨
としています。双方とも、たとえ全面的
に自分が正しいと信じていて、それを貫
徹する姿勢であれば、決してあっせんは
成立しません。正義の追求ということで
あれば、あっせんの場にいる意味はな
く、裁判所に行くべきです。どこまで
「互譲」に甘んじ、逆にどこまで確信に
基づく正義を貫くかは、双方とも自分の
確信と紛争長期化のリスクを天秤にかけ
て判断するしかありません。
　となると、あっせんが成立するのは、
双方とも互譲の精神により、いわば「次
善の策」に甘んじる場合に限られること
になります。
　つまり、労働者側が謝罪や金銭補償を
求める、使用者側がある程度の金銭解決
なら応じてもよい、という双方にとって
「次善の策」である場合にだけあっせん

は成立します。
　労使のいずれかが自分にとって最善の
策で解決しなければ合意できない、とい
う姿勢では、あっせんは成立しません。
　こうしたことから額はともかく、金銭
解決にならざるを得ません。
　紛争解決の１つの途だと思いますが、
はたして以上のような解決でいいのかと
いう疑問は、常に私の胸の中にありま
す。
　以下で事例を挙げながら、真の解決と
は何かを検討したいと思います。

「ベテラン仕事人の解決のあり
方」
　１つ目の事例は、レストランのシェフ
の事例です。
　
ケースＡ

　レストランシェフのプライド

事実の概要

　Ｙ社は、ホテル経営の一環として、全国に名

の知られた高級レストランを経営しており、Ｘ

さん（男性）は90年代半ばに、友人の紹介でシ

ェフとして迎えられ、料理長の仕事を任されて

きた。Ｘさんによれば、同レストランでこの10

年間に50人もの弟子を育てており、料理の技術

だけでなく、料理人・社会人としての心構え、

食物学なども、独自の教育理念で一から教えて

きた。また、彼はレストランがデパート食品売

り場への出店する際にも活躍し、大きな利益を

上げるなど会社経営にも貢献した。さらに、新

店舗オープンの際には、毎日10時間以上働き、

売上金を向上させた。

　ところが、Ｙ社はＸさんの労働契約を雇い止

めにする意思表示をした。Ｙ社によれば、Ｘさ

んとの契約は期間１年の嘱託契約であり、10年
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間契約を継続してきたが、このたび更新しない

こととした（Ｘさんは、解雇と主張している）。

その理由は書面で明らかにされており、①経営

状態が悪く、嘱託社員を整理したいこと、②Ｘ

さんは、出勤時間などを守らず自分勝手な行動

であったこと、③言葉遣いが乱暴で部下が怖が

ったり、上司の指示に従わないことがあるこ

と、などを挙げている。

　Ｘさんは、「成績トップの自分がなぜ解雇な

のか、真の理由を知りたい」、「解雇を撤回して

ほしい」旨のあっせん申請を行った。

解決

　Ｙ社は、あっせんの事情聴取の際にも、上記

①～③の理由を繰り返しており、さらにレスト

ランシェフとして職人肌で部下に大声で厳しく

指導するＸさんを、会社組織であるホテルが使

いこなすのを難しく感じているというのが率直

な印象であった。

　他方、Ｘさんは、何よりも自分が解雇される

ことの理由が理解できないとし、解雇理由の究

明とともに、何よりも早く調理場に戻ることを

望んだ。

　Ｙ社側は、数ヵ月分の給与に相当する解決金

を提示したが、Ｘさんはこれを受け入れず、両

者の主張の隔たりが大きいことから、あっせん

委員はあっせん案の提示を断念した。

　
　２つ目の事例は、ベテラン販売員の事
例です。

ケースＢ

　ベテラン販売員の自負

事実の概要

　Ｙ呉服店は市内に３店舗を持つ、和服業界の

老舗の一つである。Ｘさん（50歳代女性）は、

1970年代から同店で勤務してきたベテランの販

売員である。ところが、Ｘさんは、解雇の予告

を受け、その理由を聞くと人間関係だと答えら

れた。納得がいかずに、書面で理由を要求する

と、「販売員としての資質に欠けている」とし、

具体的には、新営業戦略に理解が得られない、

他の販売員に悪い影響を及ぼす、顧客からのク

レームがあった、などが記載されていた。

　実は、Ｙの現社長Ｂさん（男性）は、数年前

に母親である前社長から地位を引き継いでお

り、厳しい経営状況の中で呉服販売にこだわら

ず多角的経営を目指すなど経営刷新に熱心であ

った。一方、Ｘさんは、前社長と30年近くにわ

たり労苦を共にしてきており、Ｂさんとは必ず

しも経営方針が一致していなかった。そのよう

な経緯の中で、ＢさんはＸさんに対して、経営

多角化の新しい方針について説明を試みたもの

のＸさんは同調しなかったという。

　Ｘさんは、解雇理由が販売員としての資質を

欠くというものであったため、著しいショック

を受け、復職を求めると共に、それが受け入れ

られない場合に退職金とは別に６ヵ月分の給与

に相当する解決金を求めた。

解決

　Ｙ法人のＢさんは、Ｘさんの言い分をむしろ

率直に認めたが、もはや復職は難しいとの一点

張りであった。Ｘさんにその旨を告げると、不

満を表明しつつもあっせん委員の提示した解決

金を受け入れ、あっせんが成立した。

　３つ目の事例は、元銀行員の事例で
す。

ケースＣ

　元銀行員のプロ意識

事実の概要

　Ｘさん（50歳代、男性）は、長年にわたり大

規模銀行で、主として審査業務に勤務してきた

が、50代になって故郷に戻ることを考え、地元
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のＹ信用金庫に審査業務のプロとして就職した

（契約期間１年の有期契約）。

　Ｘさんは、年齢の離れた若い同僚と仕事をす

ることになったが、仕事のやり方などについ

て、しばしばぶつかることになった。Ｙ金庫の

同僚から見れば、Ｘさんの仕事は、丁寧かもし

れないが彼らの何倍も時間がかかり、しかも彼

らのやり方にいちいち指導しようとする。Ｘさ

んからすれば、処理しきれない仕事を短時間で

完成することを要求されるだけでなく、上司か

ら声が大きいとか、口臭に注意するようにとか

指摘されるなど、多数の項目について非難さ

れ、パワーハラスメントを受けたと感じてい

る。

　そこで、Ｘさんは、Ｙ信用金庫に対して、謝

罪と職場環境の改善を求めてあっせんを申請し

た。
解決

　Ｙ信用金庫は、Ｘさんの主張する多数の「パ

ワーハラスメント」の項目について、一定の分

類をしたうえで、逐一事情の説明を行った。そ

の説明を、あっせん委員が繰り返しＸさんに伝

えたところ、Ｘさんもほぼこれに納得し、会社

として配慮が足りなかったことがあり、改善に

向かって努力する等の項目で、あっせん合意が

成立した。なお、金銭に関する合意はなかっ

た。

　この３つの事例を通じて何を言いたい
かといいますと、こうした「ベテラン仕
事人」に対しては、金銭云々は関係がな
いということです。要は、プライドの問
題で、自分が解雇される理由を社長に説
明してほしいわけです。
　しかし、労働審判や労働局あっせんで
は金銭解決が主流です。３つの事例のよ
うなケースがあるのに、このような解決

のあり方でよいのか、という疑問がある
わけです。
　その意味で、私は労働委員会のあっせ
んに期待をしています。労働委員会は、
お金によらない解決のノウハウをたくさ
ん持っています。労働委員会あっせんも
そうですし、不当労働行為の和解や命令
もしかりです。具体的には、謝罪文交
付、立会団交、ポストノーティスなどで
す。
　労働審判の制度構築の際に、労働審判
の仕組みにポストノーティスという制度
を盛り込もうかという議論があったそう
ですが、それは見送られています。
　謝罪文などの形で本当に気持ちが慰藉
されるような解決方法をもっと開拓しな
ければならないと思います。

あっせん内容の
「適正性」

あっせんの法的位置付け
　次に、あっせん内容の適正性について
検討してみます。
　まず、あっせんは、「実情に即した迅
速かつ適正な解決を図ることを目的」と
しています（個別労紛法１条）。すなわ
ち、あっせんはその目的として、「実情
に即した迅速」な解決と、「適正な」解
決を追求するものであることが分かりま
す。しかし、これらの２つの要請は、突
き詰めれば両立しがたいものといえま
す。「実情に即した迅速」なあっせんを
優先させると、あっせんの内容が当事者
間の固有の事情を中心に形成されること

4
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になり、事実確認や法的裏付けの「適
正」性が後退してしまいます。逆に、解
決の「適正」さを追求して、事実の正確
な把握や背景となる法的判断の確認を重
視すると、「実情即応性」や「迅速性」
が後退するおそれがあります。このよう
に、あっせんは「実情即応性」と「適正
性」の両要請を実現すべきことは疑いあ
りませんが、そのいずれに力点を置くべ
きかは、必ずしも判然としません。な
お、この点については、残念ながら、次
に述べる厚生労働省解説には言及があり
ません。

あっせんの実施
　あっせんの実施に際しては、あっせん
委員は「実情に即して事件が解決される
ように努めなければならない」（同12条
２項）。この規定について、厚生労働省
の所轄部局は、次のように解説していま
す。「あっせんは、あっせん委員が紛争
当事者間の話合いを促進することによ
り、紛争の解決を促進するための制度で
ある。あっせん期日においては、あっせ
ん委員は、紛争当事者の間に入り、双方
の主張の要点を確かめ、必要に応じて参
考人から意見を聴取する等により事実の
調査を行った上で、紛争当事者間の話合
いを促進し、その間を仲介して、紛争当
事者の双方又は一方の譲歩を求めたり具
体的な解決の方策を打診し、さらに双方
から求められた場合にはあっせん案を提
示する等により実情に即した形で解決さ
れるように努めることになる。」
　この解説では、あっせん委員の主要な
役割が「紛争当事者間の話合いを促進」
するものとされ、あたかもあっせんの終

了後かあっせんの現場で、話し合いがあ
り得るような前提です。しかし、労働契
約の終了事案が圧倒的多数である個別労
働紛争において、あっせん終了後の話し
合いはおよそ期待できないし、あっせん
の現場は対面方式ではなく、交互方式の
意見聴取が一般であるから、実際には話
し合いはあり得ません。また、この解説
は、あたかも当事者がイニシアティブを
とって解決に向かいうるものとされ、あ
っせん委員はそれを受け入れれば足りる
ような書きぶりであり、あっせん委員の
役割がやや受動的に位置づけられていま
す。
　話し合いの促進をする建前になってい
ながら、実際は、労使の当事者が顔を合
わせないことを約束して、当事者に話し
合いの場に来てもらっているのが現状で
す。一方の当事者がタクシーで帰ってい
くのを見届けた後に、もう一方の当事者
を待機させていた部屋から出して、見送
るということまでしています。
　当事者が顔を合わせないというもの
は、部屋も余分に必要になり、不経済で
もあります。私はいくつかの国のあっせ
んの制度を見聞しましたが、こんな無駄
になっていることをしている国はありま
せん。

あっせんの位置と適正性
　図表３に示しましたように、労使紛争
は、企業内で自主的解決されるのが一番
望ましいといえます。そのために、各企
業ではハラスメント防止委員会などが置
かれているわけです。自主的解決の場で
は、当事者の納得が非常に重要になりま
す。ですから、社長が土下座をして賃金
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減額をお願いしたり、ある種の義侠心と
いったものによって解決するという方法
でも、やや不合理で、前近代的ではあり
つつも、当事者が納得をすれば、立派な
解決方法だといえます。
　これとは逆に、裁判所による解決は、
事実認定をきちんとして、そのうえで正
しく法を適用するという、公的であり、
当事者を強制するという特色がありま
す。
　本日の問題であるあっせんは、裁判所
による公的強制と、企業内での自主的解
決という私的自治を両極にした場合、ど
の辺に位置づけられるのでしょうか。

適正性に関する事案
　あっせんの適正さを問題にする場合、
それは２つの局面で現れると考えられま
す。一つは事実の調査における適正さで
あり、もう一つは、あっせんをするに当
たってその背後にある法的な判断につい
ての適正さです。
　以下では、素材として筆者の経験した
事例を紹介したうえで、改めて問題点を
検討したいと思います。

ケースＡ

　事実の調査と適正性

事実の概要

　被申請人Ｙ会社は、地元に７店舗を有する信

用金庫である。申請人Ｘさん（42歳、女性）

は、Ｙ社に期間１年の契約社員として雇用され

（賃金は時給）、契約を２度更新して３年目に至

っている。Ｘさんの職種は「お得意様係」の補

助職であり、得意先法人の給与振り込みや預金

関連の事務に従事する他に、同係のＡ係長が得

意先を訪問する際に同行して、その業務の補助

などをしていた。Ｘさんの主張によれば、この

得意先回りの乗用車の中で、Ａ係長から、体を

触られるなどセクシュアル・ハラスメントの行

為を受けた。また、Ｘさんの兄弟など家族のこ

とをあれこれ言われ、精神的に大きな苦痛を被

った。このため、ＸさんはＹ社を辞職し、その

うえでＡ係長のセクシュアル・ハラスメント行

為およびその他の言動によって辞職を余儀なく

され、かつ精神的損害を被ったとして、250万

円の金銭の支払いを求めて、あっせんを申請し

た。

　事務局調査におけるＹ会社の応答は、次のよ

うなものであった。すなわち、同社はセクシュ

アル・ハラスメントについての事情聴取を実施

図表３　「自主的解決」、「ADR」、「裁判」の関連イメージ

自主的
解決

調整的
解決

判定的
解決〈解決〉

企業

行政ADR
裁判所

〈未解決〉

私的自治
公的強制
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した結果、Ａ係長がＸさんの体に触るような行

為をした事実はないと判断した。たしかにＡ係

長がＸさんの兄弟について話題にしたことはあ

ったが、それはＸさんを激励する趣旨であると

のことであった。そのうえで、Ｙ会社は、解決

の方法としては、Ａ係長を市内の遠隔地にある

支店に転勤させ、Ｘさんの復職を提案したいと

のことであった。

解決

　Ｘさんは、あっせん期日に、婚約者と称する

男性を補佐人として申請した。同男性はＸさん

の相談役であるとのことであったので、あっせ

ん委員はこれを許可した。Ｙ会社は、顧問弁護

士を代理人として出席させ、これについても許

可した。

　あっせん委員は、ＸさんとＹ会社から事実の

説明を聞いたが、セクシュアル・ハラスメント

にあたる事実の存否については、いずれとも確

証を持つことができなかった。その上で、上記

の会社側の提案を受け入れ、可能ならばＡさん

本人にとっても復職による円満解決が望ましい

と考え、①Ａ係長を遠隔地の支店に転勤させる

こと、②Ｘさんを元の支店に復職させること、

および、③解決金として２ヵ月の賃金相当額を

支払うという案で、双方に合意を提案した。

　これについて、Ｘさん本人は、積極的な対応

を示したが、補佐人はこれに強く難色を示し、

上記金額の全額の支払いを求める態度を変えな

かった。あっせん委員は、説得を試みたが、両

者の主張事実と請求に隔たりが大きいことか

ら、あっせんを断念、事件は終結した。

　なお、その約１ヵ月後、当事者間で和解が成

立し、上記請求額に近い線で事件が解決したと

の報告があった。

ケースＢ

　法的判断の適正性

事実の概要

　申請人Ｘさん（男性、47歳）は、事務用機器

の製造・販売を業とする被申請人Ｙ会社（全国

に８支社、従業員600人）に、25年にわたり営

業職として勤務してきたが、３ヵ月前に事務職

である総務課への職種変更を命じられた。その

際に、自分は営業畑にいたいと会社に申し出た

が、会社は聞き入れてくれなかった。そこでＸ

さんは、会社は自分をもう必要としていないと

考え、会社の早期退職優遇制度を利用して辞職

することを思いついた。

　同制度は、勤続15年以上で、年齢が45歳から

53歳までの正社員を対象とするもので、自己都

合で退職する者が申請した場合に「会社都合退

職」の退職金を適用し、さらに特別加算金を支

給する優遇制度である。ただ、その適用条件と

して、「過去３年間懲戒処分を受けていないこ

と」等のほかに、「会社が本制度の適用を認め

た者」という条項が定められていた。

　Ｙ会社は、Ｘさんの適用申請に対して、同条

項に基づき適用を認めないこととした。Ｘさん

は、すでに辞職を申し出ている以上、もはや引

っ込みがつかなくなり、結局は単純な自己都合

退職として辞職した。しかし、会社の対応には

納得がいかず、上記の通り会社都合退職の場合

の退職金との差額、および特別加算金相当額と

の合計である約500万円を請求して、本あっせ

んを申請したものである。

解決

　Ｘさんは、単独であっせんに出席し、淡々と

会社の不当性を訴えた。一方、Ｙ会社は弁護士

代理人を伴って出頭し、早期退職優遇制度に関

する同種事件についての判例を持参するなど、

法的主張のための理論武装をしっかり準備した

様子であった。

　あっせんでは、通常のケースとは逆に、会社

側が申請人の職業能力の高さを絶賛するとい
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う、奇妙な構図となった。というのは、Ｙ側の

主張によれば、会社がＸさんの適用申請を認め

なかったのは、同人が能力が高く、好成績であ

ったからであり、総務に移動した後は、これま

での営業職の経験と知識を活かして、いっそう

の活躍を期待していた。したがって、同人には

辞職してほしくなかったのであり、そのために

早期退職優遇制度の適用を認めなかったという

のである。この話をＸさんに告げると、同人は

憮然たる面持ちで、営業職から外しておいて、

今さらそのような発言は信じがたいとのことで

あった。

　たしかに、Ｙ会社の不承認の決定は、Ｘさん

から見れば確たる理由もない不当な決定であっ

たろうし、信義に反するものというべきであ

る。このような判断が繰り返されれば、従業員

は安心して制度の適用を求めることができず、

信頼性が失われてしまうであろう。しかしなが

ら、後述のように、これまでの裁判例の多く

は、同様のケースで労働者側の主張を退けてお

り、仮に裁判で争っても勝訴の見込みは全くな

いわけではないが、小さいといわざるを得な

い。このことをＸさんに説明し、その上で、約

２ヵ月分の給与に相当する額の解決金を提示し

たところ、双方とも同意して事件は解決した。

適正な解決と何か
　まず、ケースＡは、セクシュアル・ハ
ラスメントの事実について確信を持てな
いまま、あっせん案を提示せざるを得な
かったケースでした。この事件で、もし
会社側の主張が虚偽で、同事実が存在し
ていたのであれば、復職させて２ヵ月分
の給与相当額の解決金という解決は、セ
クハラ被害者の人格権や性的自由を軽視
した、不適正な解決であったかもしれま
せん。一方、もし申請人側の主張が虚偽

や歪曲で、同事実が存在しなかったので
あれば、あっせん申請は「言いがかり」
であり、さらに言うならば、ある種の犯
罪行為にもなりかねません。あっせん委
員が、申請人に加担して会社側を強く批
判し、それを前提にあっせん案を提示す
るならば、その後押しをしたことになり
ます。その意味で、明らかに不適正な解
決です。確信は持てないところですが、
同ケースでは、申請人の意思が補佐人に
コントロールされているように見え、そ
の意味で、後者の可能性を否定しきれな
かったのです。
　次に、ケースＢは、法的な判断の難し
さが、後味の悪い結果を残した事例で
す。
　早期退職優遇制度では、有為の人材流
失の防止、高額の割増退職金の適正支給
という観点から、本件の例のように、適
用（または適用除外）基準とは別に、使
用者が最終的に適用の可否を承認すると
いう方式が一般であり、その承認の決定
については、特に基準を設けないことが
多いのです。こうした方式は、会社側か
らすれば最後まで裁量を確保する慎重な
制度運用といえるでしょうが、適用申請
した労働者側から見れば、大きな不満と
なります。適用基準に該当したことで適
用を確信しているのに、使用者の裁量に
より不承認とされる結果になるからで
す。早期退職優遇制度をめぐる紛争で
は、この不承認の問題が最大の争点でし
た。
　早期退職優遇制度は、高額の割増退職
金の支給、および中堅の労働者の早期の
退職という特別な効果を狙った、労働契
約の合意解約です。問題はその合意解約
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の法的な意味ですが、使用者側の承諾が
制度の本格的要素となっている状況から
見れば、①使用者からの一定の基準に基
づく募集が「申込の誘引」、②これに対
する労働者の応募が「申込」、③これに
対する使用者側の承認が「承諾」という
ことになります。裁判例においても、繰
り返しそのような枠組みで整理がなされ
ています（初期では、大和銀行事件・大
阪地判平成12.5.12労判785号31頁）。そし
て、こうした法的構成を根拠に、使用者
は、基準に適合する労働者についても、
承認の義務がないと解されています（浅
野工業事件・平成3.12.24労判602号18頁、
前掲・大和銀行事件など）。
　しかし、不承認による労働者の不利益
を考慮するならば、裁量に対する何らか
の制限法理が必要とも考えられ、その契
機となったのが、ソニー事件（東京地判
平成14.4.9労判829号56頁）です。同事件
では、適用除外基準とは別に、会社が
「適用を認めた従業員」に制度を適用す
ると定められていたところ、同判決は、
「適用を申請した者に本件制度の適用を
認めないことが信義に反する特段の事情
がある場合には、被告は信義則上、承認
を拒否することができない」という判断
基準を立て、同事件にはそのような特段
の事情はないと判断しました。
　このように、不承認が信義に反する特
段の事情があるかという判断基準は、そ
の後の裁判例でも多く用いられています
（富士通事件・東京地判平成17.10.3労判
907号16頁など）。ただ、実際には、特段
の事情ありとして信義則違反の判断がな
される裁判例はみられず、現在のところ
労働者側の請求が認められたものはない

ようです。
　筆者は、使用者側の「不承認」権限を
広く認めようとする判例の傾向に、疑問
を感じており、そのような傾向が強まる
ならば、制度への不信感が強まり、その
本来の趣旨をゆがめてしまいかねないと
考えています。そうした見解からは、申
請人の主張を支持したいところですが、
しかし、判例の傾向を考慮するならば、
甚だ不本意ながら（申請人にとっても不
本意ながら）、上記あっせん案を提示せ
ざるを得なかったのです。このあっせん
は、「適正」だったでしょうか。また、
もしあっせん委員である筆者が、申請者
の主張を強く支持して、請求額をほぼ受
け入れる案を提示したとしたら、また、
その結果、あっせんが不調に終わったと
したら、そのあっせんは「適正」といえ
たでしょうか。

不適正なあっせん
　不適正なあっせんについては、さしあ
たり次のように考えられるでしょう。
　第１に、厚生労働省解説が強調するよ
うに、あっせんは当事者の和解合意を仲
介するための手段にすぎないから、事実
誤認や法的知識の不備により誤ったあっ
せん案を提示したとしても、紛争当事者
がそれに合意すれば、適正ではないとし
ても、違法なあっせんとはいえません。
たとえ、当事者が、裁判に訴えたならば
勝訴したはずの事案で、あっせん案に応
じて大幅に譲歩したために利益を逸失し
たとしても、その合意が無効になった
り、あっせん委員の判断ミスを理由に損
害賠償請求することはできないでしょ
う。
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　また例えば、あっせん案が、破格に高
額または低額の解決金を設定したときで
も、当事者がこれにより合意をした場合
には、そのあっせん案は不適正であると
しても、合意が違法または無効とまでは
いえないでしょう。
　したがって、上記のケースＡおよびＢ
のいずれについても、あっせん委員が不
適正なあっせんを提示した場合でも違法
とはいえません。しかし、不適正なあっ
せんは、同制度に対する信頼を失わせ、
ひいては制度の存立を疑わせる結果を招
くことになるでしょう。
　第２に、あっせん案が、例えば最低賃
金法に違反する賃金を定めたり、労基法
に反する労働時間を設定するなど、強行
法規に違反する事項を提案し、当事者が
これに合意をした場合はどうでしょう
か。受諾されたあっせん合意は、民法上
の和解契約の効力しか認められません。
その意味では、あっせん合意は私人間の
合意に他ならないから、強行法規に違反
する部分については、強行的・直律的効
力（労基法13条参照）が及ぶとみるべき
です。したがって、あっせん合意の中
に、「本合意により、いかなる債権・債
務もないことを確認する」との文言があ
っても、法令違反の部分については、新
たな請求権が生じることになります。
　第３に、微妙なのが、これらの中間に
あって、強行法規違反とはいえないもの
の、重大な法令解釈の誤りを含むあっせ
ん案に合意がなされた場合です。例え
ば、労働契約法では、有期労働契約の期
間途中解雇に関して、「やむを得ない事
由がある場合でなければ、その契約期間
が満了するまでの間において、労働者を

解雇することができない」と定めていま
す（労契法17条）。明らかに「やむを得
ない事由」が認められないのに、解雇の
効力を認めて、労働者が求めている復職
を認めないあっせん案が提示され、当事
者がこれに合意した場合はどうでしょう
か。法令の誤認と合意成立とが因果関係
として直結しており、誤りと知っていた
ら合意しなかったのであれば、やはりそ
の合意を無効と判断すべきでしょうが、
その判断は微妙であろうと思います。

メンタルヘルス
紛争の類型

　あっせんは適正な解決を図ることがそ
の目的になっています。
　メンタルヘルスに関する紛争もよくあ
りますが、メンタルヘルスに関する個別
労働関係紛争の発生する場面は、労災認
定に関するものを除くと、一般には３点
に整理されます。第１に、労働者自ら
が、メンタル的な不調に気づかないこと
から生じた労働紛争、第２に、メンタル
不調に伴う欠勤や勤務障害から命じる休
職等に関する紛争、第３に、その休職明
けに治癒に至らないものとしてなされる
解雇の問題です。
　メンタルヘルスにかかわる労働紛争で
は、問題が深刻化しているのに、課題ば
かりが山積して基本的な解決ルールが設
定されていません。そもそも疾病は、身
体的・精神的のいずれであれ、労働者の
誰もが避けることができないものです。
したがって、労働契約の基本問題の一つ
として位置づけられるべきですが、わが

5
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国の労働契約法は、傷病にともなう休
職・解雇の問題の解決のために、何ら役
立つ規定を設けていません。
　そのため、この困難な問題について、
個別労働関係のあっせんの場では、依拠
すべきルールがなく、あっせん委員は暗
中模索で解決原則を設定し、苦しまぎれ
のあっせん案を提示するのが実情でしょ
う。しかも、その「解決」はwin－win
には、程遠いのです。自責の念を込め
て、私の経験事例の一部を紹介しておき
ましょう。

実際のメンタルヘルス事例
ケースＡ

　復職可能性

事実の概要

　被申請人Ｙ会社（従業員数30名）は、布団販

売を業とする会社で、申請人Ｘ（男性35歳）は

営業社員として勤務していた。申請書による

と、Ｘは、平成17年10月の休日に朝起きられな

くなり、病院で「過労によるうつ病」との診断

を受けた。同年11月になって復帰したが、12月

中旬に再度倒れ、自宅療養をすることになっ

た。就業規則で認められた傷病休職期間は６ヵ

月であり、平成18年６月に、かかりつけ医師か

ら「職場復帰が可能」との診断書をもらったの

で社長に復職を求めると、突然休職期間満了を

理由に解雇された。納得がいかないので、復職

を求め、慰謝料として１ヵ月分の給与相当額を

請求する。

　ところが、Ｙ側の説明を聞くと、だいぶ事情

を異にしている。会社は、休職明けに近い同年

５月に、休職期間の延長を考えて同人に連絡を

とって面会の約束をしたが、約束の時間に待ち

合わせ場所に現れなかった。そこで後日同人の

実家に行って父親から事情を聞くと、診断書で

はさらに「３ヵ月の安静治療が必要」とのこと

であった。その後、本人と話し合いの機会を持

ったが、営業社員として勤務することは難しい

が、同社は営業主体の小企業であるから営業職

しか選択の余地はない。そこで、ストレスの少

ない内勤中心の会社に再就職するように勧めた

ところ、Ｘは了承した。その後、辞職ではなく

解雇扱いを希望する旨の電話があったため、解

雇の手続に直した。復職はもちろん、金銭解決

も納得がいかないと考えている。
解決

　両者の主張事実が大きく異なっており、Ｘが

復職にこだわっていたので、あっせん合意は難

しいであろうと考えていた。ところが、あっせ

ん会場ではＸは、予想外に解決に協力的であ

り、結局は約１ヵ月分の解決金の支払いによる

会社都合退職の線で解決した。なお、Ｘは、時

間外労働に対する割増賃金請求についてＹに支

払いを求める訴訟を準備をしているとのことで

あった。

ケースＢ

　心の傷の大きさ

事実の概要

　被申請人会社（Ｙ）は、全国展開の食パン・

和菓子等製造の会社（従業員450人）であり、

申請人Ｘ（男性、退職当時42歳）は、地方支店

で販売戦略課の課長補佐の任にあった。Ｘは、

その主張によれば、同支店に異動した直後か

ら、商品事業部の部長、および各課長らから、

過酷な過重労働を押しつけられるとともに、

「戦力外」、「早く辞めてしまえ」、「嘘つき男」

など、厳しい言動を受けた。このため、精神的

なストレスとショックにより、うつ病、神経病

に罹患した。会社を休まざるを得なくなり、計

３回、延べ６ヵ月の病気欠勤の後に、退職勧奨

により加算金を支払われて退職した。しかし、
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Ｘは、退職後３年を経た現在も通院を余儀なく

されて再就職することができない状態である。

慰謝料として、4500万円を請求するとして、あ

っせん申請した。
解決

　担当事務局から、請求額の大きさについて指

摘されたようだが、当人は減額する意思はなく

そのまま申請に及んだ。会社側は、いじめ等の

事実については、すでに年月を経ているので調

査は難しいとのことであったが、Ｘの精神的な

傷の大きさを考え、数十万円の支払い準備はあ

るという回答であった。Ｘは、あっせんの場で

は比較的冷静に事情を説明し、会社側の回答と

考えを告げると、苦笑するような姿勢であっ

た。双方の提示する金額に、隔たりがあまりに

大きく、あっせんは不調に終わった。

　以上、筆者の経験の一部を示しました
が、いずれの事案を思い出しても、「心
の健康」問題に悩みながら切り開かねば
ならない各申請人の今後の職業生活を考
えると、無力感にとらわれ、心塞がれる
思いです。実質的な意味での紛争の「解
決」には、いずれの事件も程遠いという
しかありません。
　メンタルヘルス関連する労働紛争で
は、真の意味の紛争解決は極度に困難と
いわざるを得ません。

メンタルヘルス事案でのあっせ
んの役割
　以上の通り、メンタルヘルス関連紛争
において、あっせん制度の果たす役割は
小さいといわざるを得ません。ほとんど
解決とは言い難い当面の問題処理を図る
だけであり、解決金の額でいえば、半月
も経たず費消してしまうようなレベルで

の「解決」です。そのような中で、あっ
せんを試みる意義を考えるとすると、次
の点にあるといえます。
　第一に、あっせんの場が、申請労働者
にとって何らかの気持ちの解放になって
いるという点です。上述の経験例のよう
に、当事者の提出資料を読むだけでは、
申請者の「心の病気」の病状とその原因
になったという労働関係の実情は悲惨の
ようにみえます。しかし、実際に会って
みると、当人は予想外に冷静であり、
淡々と紛争の経緯を話されることが多い
のです。推測するに、記憶をたどり紛争
の状況や自分の考えを説明することが、
本人の気持ちの整理に役立っているので
ないでしょうか。その意味では、労働者
本人の事情説明を、時間をかけてじっく
り聞くことが特に肝要であると思われま
す。
　第二に、紛争の外部化が、広い意味で
の解決の一助になりうるという点です。
あっせん制度が普及するにつれて、「心
の健康」問題による労働紛争であって
も、一人で不満や悩みに閉じこもること
なく、行政ADRの中で解決しうるとい
う意識が定着しつつあります。真の問題
解決に至らなくても、このこと自体が紛
争を社会的に解き放ち、個人の問題を社
会システムの中で解決する可能性を保障
する。あっせんは個々の紛争の解決とい
う点は、さほどの役割を果たしていない
が、そのシステムが定着して人々に利用
され、機能することが重要なのです。
　第三に、問題の共有が、広い意味での
解決につながるという点です。メンタル
面の疾病では、病気に罹ったご本人が最
もつらい思いをされます。その点は疑い
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ありません。しかし、会社の上司や同僚
など周囲の多くの人々もまたつらいので
す。解雇に行き着くまでの人事担当者の
払った多大な苦労をお聞きすると、同情
を禁じ得ないことが多いのです。会社
は、あっせんの場に出て、そのご苦労を
訴えるべきだと思います。両当事者とあ
っせん委員が生じた問題を共有し、あっ
せん合意を模索する過程で、両当事者の
ご苦労が社会化されることになり、それ
により問題の深刻化をいささかでも食い
止めることができるからです。

労働契約法16条
の逆作用

いかにして「解雇させる」か
　解雇紛争は、一般的には使用者が労働
者に解雇を言い渡し、労働者がその効力
を争うことで発生します。そうして、使
用者が解雇の事実および解雇理由を主張
し、それを前提に、労働者が解雇理由の
合理性や相当性を争い、さらに使用者が
再びその合理性・相当性を主張するとい
う構造であり、これら一連の応酬が通常
の「解雇争訟的」な紛争形態です。とこ
ろが、あっせんの場合には、それがあべ
こべになることが多いのです。すなわ
ち、労働者が自らの離職が解雇であるこ
とを主張し、使用者側がそれを否認する
という、まるで「鏡の国」の世界となり
ます。
　労働者側が解雇であることを主張する
のは、いうまでもなく、解雇であるなら
ば解雇権濫用法理が適用されることにな

6

り、有利な展開となるからです。すなわ
ち、要件面では「客観的に合理的な理
由」を欠いてはならず、「社会通念上相
当であると認めら」れることが必要とな
り、効果面では、これらの要件を満たさ
ない解雇は「権利を濫用したものとし
て、無効」となり（労契法16条）、解雇
がなかったものと取り扱うことが求めら
れます。これに対して使用者が解雇した
ことを否認するのは、そうした展開を回
避しようとするからにほかなりません。
こうして、労働者は解雇による契約終了
を望み、使用者は解雇によらない契約終
了を図ろうとします。
　あっせんの現場には、法的に未整理の
まま紛争が持ち込まれます。
　例えば、会社の独身寮に住んではいる
のですが、ずっと仕事を回してもらえな
いまま２か月が経過し、給料をもらって
いないというようなケースがありまし
た。この労働者に解雇されたかと聞くと
「いや、されていない。休業補償もない」
という返事でした。さらに「会社に「解
雇にしてくれ」といったが解雇してくれ
ない」とも言います。会社側は解雇を避
けるために「退職勧奨の通知」をして仕
事を与えず、いわば兵糧攻めをして、そ
れに労働者が屈するのを待ちました。言
葉は悪いのですが、高等戦術です。

16条の逆説的な効果
　このような事例を見ると、労契法16条
が労働契約に関連する紛争に皮肉な効果
を及ぼしていることも見てとれます。す
なわち、同条で解雇権濫用の成立要件と
効果が明らかにされたことにより、使用
者は解雇とは別な方法で労働者を辞めさ
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せようとします。逆に、労働者は、解雇
であれば同条により争うことができるの
で、できるだけ「解雇させる」方向に走
るようになります。
　実務家の方はご承知のことと思います
が、退職届の有無が非常に重要です。届
出があれば、労働者が「あれは不本意で
出した」と言っても、なかなか労働者不
利の状況は覆しにくいのです。
　逆に届がなければ、使用者がいくら頑
張っても、解雇というふうに見られがち
です。「辞職は推定されない」というフ
ランスの有名な法格言がありますが、使
用者のほうが辞職であることを立証しな
ければなりません。
　使用者が「自分から「解雇にしてく
れ」と言ったじゃないか」と主張して
も、なかなか通用しません。

あっせん制度の課題

適正性の確保が重要
　あっせん制度の問題について考えます
と、迅速、低廉、適正という３つの求め
られる要素のうち、課題は何かと言え
ば、適正性という点に集約されてくるの
だと思います。

7

　図表４をご覧ください。
　これは紛争解決システムごとの解決率
を示したものです。
　労働審判では８割近く、労働委員会の
あっせんでも６割台の解決率になってい
ます。
　労働委員会や労働局のあっせんの場合
は、申請があった上で、まず使用者を呼
び出して、そのあとにあっせんをして解
決をするという流れになります。ですか
ら、申請があったもののうちの解決率と
いうことになります。
　労働局あっせんの解決率を見ると、
2009年は、35％になっています。あっせ
ん申請があって、使用者が来てくれるの
が約６割です。その６割の中で解決する
のが約６割です。これは大ざっぱな数字
ですが、６割かける６割で35～36％とい
う数字になります。
　労働委員会あっせんは、使用者を呼び
出すノウハウもありますので、使用者が
来てくれる率は約８割です。そしてその
８割のうちで解決するのも８割程度で
す。同じように８割かける８割でだいた
い64～65％程度の解決率になります。
　労働局あっせんは使用者の参加率も低
いし、解決率も低いという状況になって
います。
　労使が「どうせ労働局あっせんでは、

図表４



労働法学研究会報　No.2509 27

解決率が低いから頼りない」という印象
を抱き、どうやっても解決できないよう
な事件しか来ない状況になれば、負のス
パイラルを描くようになってしまいま
す。

あっせん担当者の専門性
　負のスパイラルを防ぐにはいろいろな
考え方があると思います。
　その１つとして考えられるのが、あっ
せん担当者の専門性についてです。
　労働局あっせんの紛争調整委員会の委
員は、私の知る限り、何らの研修教育も
受ける機会は与えられていません。委員
は、「学識経験者」かもしれませんが、
労働紛争調整についての知識経験とは別
物です。特に、あっせんの技術、合意形
成や説得の技法・タイミングや、労働関
係法の知識について、何の研修教育もな
されていません。
　この点、労働審判員については、初任
者向けの基礎研修および経験者向きの応
用研修が毎年実施されています。また、
労働委員会でも、公益委員の研修が毎年
実施されているし、労使の各側でも研修
会が実施されています。さらに、地方ブ
ロック別および全国の連絡協議会が、実
質的な研修の場となっています。
　労働局あっせんの場合、３人のあっせ
ん委員が担当するのが原則ですが、すで
に指摘したように、実際には多くの労働
局では１名のあっせん委員に行わせてい
ます。このため、何の訓練も指導も受け
ていないあっせん委員が、単独であっせ
んを担当していることになり、とうてい
専門性が保たれているとは言いがたいの
です。

　のみならず、あっせん委員の報酬は低
額といわざるをえません。報酬の算定基
準を調べることはできませんでしたが、
私が福岡労働局で受けている報酬は、あ
っせん１回につき２万円を下回る金額
（税引き）です。朝からあっせんの準備
（資料読み込み、あっせん計画）を始め
て、午後すぐから合意形成のためのハー
ドなあっせん作業に取り組む、１日がか
りの仕事に対する報酬です。大学から給
料を得ている大学教師にとっては「兼
業」ですから、１日の研究時間を失うだ
け（！）のことですが、弁護士さんにと
っては、喪失した活動機会を考えるなら
ば、まったく金銭的には割の合わない仕
事でしょう。
　質の良いあっせん合意の成立は、それ
を担当する紛争調整員会委員の、説得技
術と熱意によるところが大きいのです。
次にみるように、あっせん合意の解決率
の低さと更なる低下傾向が、あっせん委
員のあっせん技術のレベルの低さや対価
の額の過度の低さに原因するとしたら、
存在意義の自己否定につながる大問題で
す。紛争調整委員の社会的使命感に依存
するだけでは、適正・的確な「質の良
い」あっせんを達成できるとはとうてい
思えません。

解決金の一般的水準
　あっせん合意というかたちで解決した
場合の解決金の一般的水準ですが、これ
については、JILPTの報告書が参考にな
ります。
　この報告書は、労働局あっせんにおけ
る解決金について、多様な角度から統計
分析を試みているので参考になります。
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ここでは、同報告書に依拠して、解決金
の金額の観点で、解決の内容・質をとら
えておきましょう。
　報告書によれば、解決金の額の区分帯
において、最も多いのが10万円～19万
9999円の帯です（24.3％）。次いで、30
万円～39万9999円（13.6％）、20万円～
29万9999円（13.0 ％）、５万円～９万
9999円（12.4％）と、この３区分はほぼ
並んでいます。
　10万円台がやや突出しているのは、筆
者は自分のあっせん委員の経験から、思
い当たるところがあります。労働局あっ
せんの申立者は、中小零細企業に勤務し
ていた者が比較的多く、また相対的に非
正規雇用の割合が高いので、月当たりの
給与は低い人が多いのです。この区分帯
は、ほぼ１ヵ月分の給与に相当する金額
と推察されます。例えば、解雇事件など
で、労働者にも一定の非があるために、
使用者側がまったく譲歩しようとしない
とき、あっせん委員は、「そこまで言う
のなら、せめて１ヵ月分だけでも支払っ
て、さっぱりと解決したらどうか」とい
う線で、合意を促すことがしばしばあり
ます。その帰結として１ヵ月分相当額に
比較的集中したのではないでしょうか。

あっせんの限界点
　労働審判の場合、勝って50万円くらい
の解決金が得られないと、弁護士費用な
どの点から、ペイできません。
　以上の金額の傾向を、どのように評価
すべきでしょうか。労働審判や労働委員
会あっせんについて同様の調査がないの
で、簡単に比較はできませんが、労働審
判の解決例などと比べると、やはり解決

金が低い水準に抑えられていることは否
定できません。この解決金の調査結果が
広く知られたとすれば、労働者が労働局
あっせんにどれだけ期待を持ちうるか、
暗澹たる思いが生じます。

実務における労働審判と
労働局あっせんの違い

労働審判の特色
　最後に実務家が押さえておくべき労働
審判と労働局あっせんの違いのポイント
について、触れておきたいと思います。
　労働局あっせん場合は出頭義務があり
ませんが、労働審判には出頭義務があり
ます。　
　労働審判は弁護士を代理人とするのが
原則ですから、弁護士との調整が必要で
す。申し立てから40日以内に第１回期日
がありますから、極めて迅速な対応が必
要です。この間に答弁書を作成します。
顧問弁護士がいれば、これまでの経緯も
共有しやすいと思いますが、付き合いの
ない弁護士に相談を持ちかけても、断わ
られる場合があります。弁護士を探し
て、弁護士への説明のための資料の作成
など、人事担当者は大量に仕事が増える
ことになります。
　立証準備については、書証よりも口頭
主義ということで、きちんと証明のでき
る人を探すことがカギだと思います。そ
して「落としどころ」を模索していきま
す。つまり、どの線で審判か調停で落と
すかということです。できれば裁判に行
かずに審判や調停で解決するというのが

8
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望ましいでしょう。
　この調停ですが、調停案を蹴ると、裁
判になると思ったほうがいいでしょう。
調停案が出されますと、それと大幅に異
なる審判が出るわけがありません。こう
したこともあるので事件のうち約７割が
調停で解決するのです。調停案で心証を
開示しているのですから、それと異なる
審判が出るはずがありません。同じ人が
調停と審判に携わるのは、二枚舌を使え
るわけではありませんので、おかしな制
度だと思います。調停の審判化といわれ
る所以はこの点にあります。

労働局あっせんの特色
　労働局あっせんについてですが、参加
すべきか否かは、企業側のほうで、自由
に決められます。早くトラブルを解決し
たいのであれば、参加する、というスタ
ンスで構いません。
　弁護士を立てる必要はないのですが、
それだけ人事担当者の役割は大きくなり
ます。人事担当者が前面に出る必要があ
ります。社労士などから法的な助言を得
て対処することが多いと思います。あま
り証人を立てて云々という話にはなりま
せん。
　「落としどころ」については、労働審
判と同じように、だいたいの目安を持っ
ておくとよいと思います。
　私からの話は以上にいたします。
　ご清聴、ありがとうございました。
（本稿は平成23年６月２日㈭に開催しま
した第2555回労働法学研究会例会の講演
録を加筆・整理したものです。文責・編
集室）
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よくわかる！

労働判例ポイント解説
職務内容の変更を伴う配転命令の効力
GEヘルスケア・ジャパン事件（平成22年５月25日東京地裁判
決）

中央大学准教授

川田知子

事 実 の 概 要

　被告会社（Ｙ）は、米国ゼネラル・エ
レクトリック（GE）の医療部門である
GEヘルスケア等の出資で設立された、
医療用機器の製造等を目的とする株式会
社です。原告（Ｘ）は、昭和60年９月に
Ｙに入社し、生産技術部等で勤務した
後、平成12年６月、品質保証部に異動し
て製品品質管理業務に携わっていまし
た。
　Ｙは、平成13年７月、環境活動と労働
安全衛生の総合的な管理のために、品質
保証部にEHS室を設置しました。Ｘは、
平成14年１月、EHS室に配置され、EHS
スペシャリスト、エレメントチャンピオ
ン等を兼務した後、平成18年２月には、
EHS室長に就任して、同年４月、管理職
に昇格しました。なお、Ｄは同月、製造
本部長に着任して、Ｘの直属の上司とな
りました。
　平成19年７月18日、ＤはＥ（EHSマネ
ージャー）から、ＸはEHS業務の専門知
識を有していない等の指摘を受け、同年

８月９日、Ｘに対して「業務改善指摘項
目」を交付し、60日以内の改善を求めま
した。これに対して、Ｘは、PIP（パフ
ォーマンス・インプルーブメント・プロ
グラム）の対象になったと知り、このま
ま改善期間が経過したら退職勧奨等を受
けるおそれもあると考えて、同月15日、
「東京管理職ユニオン」（以下「本件組
合」という）に加入しました。また、同
年９月19日の団体交渉において、上記業
務改善指摘項目にパワーハラスメントと
いうべき表現が含まれていることに抗議
して、書き直しを要求したため、同年11
月７日、ＤはＸに対し、「書き直された
業務改善指摘項目」を交付しました。
　Ｘは、平成19年の業績評価において、
アジアEHSリーダーの明確な助言があ
ったにもかかわらずこれに従わなかった
ことや、すべてのエレメントチャンピオ
ンと良好な関係を構築せず、インクルー
シブネスも発揮できていないとして、
「LE（レス・ネフェクティブ、３段階の
最下位、全体の下から10％）」という極
めて悪い評価を受けました。
　平成19年12月12日、ＤはＸに対し、平
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成20年１月１日付けで物品等の受入検査
部門（現在は、製造本部・製造部門内に
設置されたクオリティーチーム内のトラ
ンザクションチーム）への配転（以下
「本件配転」という）を命じました。な
お、Ｙの就業規則15条には、「会社の配
転命令の通知を受けた者は、正当な理由
がない限りこれを拒むことはできない。
会社は、配転を命ずるにあたっては、業
務上の必要性、社員の知識技能、適性、
健康などを配慮して行う」という趣旨の
定めをしています。
　そこで、Ｘは、①本件配転は、上司が
Ｘを嫌悪し、パワーハラスメントを重ね
たあげくに行われたものであり、不当な
動機・目的をもってなされたものである
こと、また、Ｘが社外の労働組合に加入
したことを決定的な動機としており、不
当労働行為に該当すること、②Ｘは、本
件配転によって、職務の責任範囲、承認
権限、指揮命令関係等が大幅に縮小さ
れ、高い業績評価や昇給の可能性が制限
されるなど、精神的にも経済的にも著し
い不利益を受けているとして、本件配転
の無効及び慰謝料300万円の支払い等を
求めました。

判 旨

⑴本件配転が業務上の必要性に基づくも
のであるか否か

　「配転命令は、「業務上の必要性が存し
ない場合又は業務上の必要性が存する場
合であっても、（中略）他の不当な動機・
目的をもってなされたものであるとき若
しくは労働者に対し通常甘受すべき程度

を著しく超える不利益を負わせるもので
あるとき」には権利濫用になるものと解
される」。
　「Ｄ本部長は、ＸがEHS室長の適性を
備えていないという判断に基づき、本件
配転を決めた」のであり、「そのように
判断した理由として、コミュニケーショ
ン能力及びリーダーシップの欠如、EHS
業務の専門知識の欠如、業務命令違反等
の問題行動の３点を挙げる」が、「Ｘは、
コミュニケーション能力、リーダーシッ
プ、EHSの専門知識に関する限り、EHS
室長の適性を備えていないということが
できない」。
　しかし、Ｘは、EHS室の業務負担につ
いて、自分の意見に固執して、Ｙの意思
決定が示された後もこれに従わず、決定
済みの問題を蒸し返したことや、EHS室
の増員問題について、直属の上司である
Ｄ本部長からの命令に反して、各本部長
や社長に対し増員要求をするなどの業務
命令違反があったこと等、「EHS室長当
時、同室長の適性を疑われてもやむを得
ないというべき言動を繰り返したことか
ら、ＸがEHSの室長の適性を備えていな
いというＤ本部長の判断は、相当で合理
的なものであったと認めることができ
る。本件配転先のトランザクション業務
は、EHS室長のそれに比べれば仕事のス
ケールが小さく、単調なものと考えられ
るが、そうだとしても、ＹがＸを無理矢
理当てはめるためにこれを作り出したと
か、Ｘがそこで実質的に仕事を与えられ
ていない状態に置かれているなどとはい
えない。したがって、本件配転は、業務
上の必要性に基づくものということがで
きる。」
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⑵本件配転が他の不当な動機・目的をも
ってなされたものであるか否か

　「Ｄ本部長がＸを嫌悪して、その業績
評価を恣意的に下げたとも認められな
い」。また、「Ｙは、Ｘの本件組合加入通
知前に、本件配転の意思決定をしていた
ことが明らかであ」り、「Ｙ（Ｄ本部長）
が、Ｘの本件組合加入の事実を知ったう
えで、労働組合の抗議を受けない形でＸ
を閑職に追い込み、みずから音を上げて
退職すると言い出すように仕向けること
を画策したなどという余地はない」。
⑶本件配転がＸに対し通常甘受すべき程
度を著しく超える不利益を負わせるも
のか否か

　「本件資格区分や給与の額は、本件配
転の前後を通じて変更されていないか
ら、本件配転を人事上の降格ということ
はできない」し、「本件配転の前後を通
じて、Ｘの職務の責任範囲や指揮命令の
及ぶ範囲が大幅に縮小されたとは認めら
れない」。また、「EHS室長であれば社会
貢献や自己実現の機会を得ることができ
るのに、トランザクションリーダーであ
ればそれらの機会を得ることができない
というべき事情はうかがわれない」こと
や、「単純作業にすぎないトランザクシ
ョン業務に追いやられてしまったため
に、将来の昇格や昇給が期待できない状
況にある」とのＸの主張は、「Ｘの不満
にすぎないものというべきであり、ここ
に通常甘受すべき程度を著しく超える不
利益を認めることはできない。」
⑷まとめ
　以上を総合すると、「本件配転は、業
務上の必要性に基づくものということが
できるのであり、また、他の不当な動

機・目的をもってなされたものではな
く、しかも、通常甘受すべき程度を著し
く超える不利益を負わせるものでもな
い。したがって、本件配転は、これを権
利濫用によって無効と認めるべきではな
い。また、そうだとすると、本件配転に
ついて不法行為が成立すると認めること
もできない」。

ポ イ ン ト 解 説

　この事案は、ＸがＹから職務内容の変
更を伴う配転を命じられたことに対し
て、本件配転命令の無効及び慰謝料の支
払い等を求めたものです。本件の争点
は、本件配転命令について、①業務上の
必要性の有無、②不当な動機・目的の有
無、③通常甘受すべき程度を著しく超え
る不利益を受けているか否か、です。以
下ではこの点を中心に検討します。
１．使用者の配転命令権の根拠と限界
　配転とは、従業員の配置の変更であっ
て、職務内容または勤務場所が相当の長
期間にわたって変更されるものをいいま
す。労働者の職務内容や勤務場所は、労
働契約によって特定されるべき重要な労
働条件ですが（労働基準法15条１項）、
労働契約の締結時にこれらの労働条件を
あらかじめ特定しておくは困難です。そ
こで、実際には、就業規則や労働協約上
の配転条項（「業務の都合により配転・
転勤を命じることがある」）を根拠に、
使用者が労働者の職務内容や勤務場所を
決定・変更するのが一般的です。
　このような使用者の配転命令権は、権
利濫用法理による制約を受けます。判例



労働法学研究会報　No.2509 33

（東亜ペイント事件・最二小判昭61.7.14
労判477号６頁）は、使用者の配転命令
について「業務上の必要性が存しない場
合又は業務上の必要性が存する場合であ
っても、…他の不当な動機・目的をもっ
てなされたものであるとき若しくは労働
者に対し通常甘受すべき程度を著しく超
える不利益を負わせるものであるとき」
には権利濫用として無効になる、と判断
しました。ここで最高裁は、配転命令権
の濫用の有無を判断するために、⒜業務
上の必要性の有無、⒝不当な動機・目的
の有無、⒞Ｘが通常甘受すべき程度を著
しく超える不利益を受けているか否か、
という３つの具体的指標を挙げていま
す。
　本判決も、この最高裁判決の一般論を
引用した上で、Ｙの配転命令の効力につ
いて判断していますので、以下では、こ
の３つの基準について検討します。
２．業務上の必要性
　まず、「業務上の必要性」とは何かが
問題になります。この点、前掲最高裁判
決は、「当該転勤先への異動が余人をも
っては容易に替え難いといった高度の必
要性に限定することは相当ではなく、労
働力の適性配置、業務の能率増進、労働
者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運
営の円滑化など企業の合理的運営に寄与
する点が認められる限りは、業務上の必
要性を肯定すべきである」として、緩や
かに考えているようです。
　たしかに、最高裁判決のように「業務
上の必要性」を緩やかに考えると、本件
の配転命令も「業務上の必要性」があっ
たと判断されるかもしれません。しか
し、ＸがEHS室の業務量や残業が多いこ

とを問題にしたり、増員要求を行ってい
た等の言動も含めて業務命令違反の問題
行動と判断した点には疑問が残ります。
また、Ｘが継続的にEHS業務に従事して
多彩な経験を積んでおり、ＸのEHS業務
の専門知識についてはＹやＤも高く評価
していたことから、Ｘの知識、経験、技
能等を無視した本件配転に「業務上の必
要性」があったといえるか否かは慎重に
判断する必要があるように思われます。
３．不当な動機・目的の有無
　次に、転勤命令に業務上の必要性があ
ったとしても、それが業務上の必要性と
は別個の不当な動機・目的による場合
（例えば、組合活動に対する報復的配転
や、既婚女性を退職に追いやる配転）に
は、権利濫用として無効とされます。裁
判例は、会社に対する批判を繰り返した
労働者に対する配転命令（朝日火災海上
保険事件・東京地決平4.6.23労判613号31
頁）や、労働者を退職に導く意図でなさ
れた配転命令（マリンクロットメディカ
ル事件・東京地決平7.3.31労判680号75頁）
を、権利濫用と判断しています。
　不当な動機・目的を有していたか否か
は内心の問題であるため、間接的な事実
からその意思を推定して判断するしかあ
りません。本判決によれば、本件配転命
令は、Ｘの業務命令違反によって組織運
営や業務の円滑な遂行に支障が生じるこ
とを懸念して行われたものであり、不当
な動機・目的はなかったように思われま
す。
　しかし、本件配転の原因となったＸの
業務命令違反は、EHS室の業務負担の改
善やEHS室の増員要求などについて、Ｘ
とＹ（Ｄ）の意見や考え方が衝突したと
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ころに端を発しているように思われま
す。実際には、このような労働者に対す
る嫌がらせ人事（配転や降格など）も少
なくないことから、本件配転もＸを他部
署へ追いやるための嫌がらせ人事が行わ
れたか否かについて、より慎重に判断す
べきであったといえるでしょう。
４．通常甘受すべき程度を著しく超える
不利益

⑴配転によって労働者が被る不利益とは
　転勤命令に業務上の必要性があって
も、それが労働者に対し「通常甘受すべ
き程度を著しく超える不利益」を負わせ
る場合には権利濫用となります。前掲東
亜ペイント事件最高裁判決が、単身赴任
に伴う家庭生活上の不利益を「転勤に伴
い通常甘受すべき程度のもの」と判断し
て以降、たいていの家庭生活上の不利益
は「通常甘受すべきもの」と判断されて
きました（帝国臓器製薬事件・東京高判
平8.5.29労判694号29頁、ケンウッド事
件・最三小判平12.1.28労判774号７頁）。
　他方、要介護状態にある老親や、疾病
や障害を有する家族を介護・世話してい
る労働者に対する遠隔地への転勤命令
は、「通常甘受すべき程度を著しく超え
る不利益」を負わせるものであり、権利
濫用になると判断した裁判例もあります
（北海道コカ・コーラボトリング事件・
札幌地決平9.7.23労判723号62頁、明治図
書出版事件・東京地決平14.12.27労判861
号69頁、ネスレ日本事件・大阪高判平
18.4.14労判915号60頁）。
　この他、配転によって労働者が被る不
利益としては、賃金等の労働条件の引き
下げや降格が考えられます。一般に、賃
金の引き下げを伴う職種への配転には、

労働者の個別の同意が必要です。また、
降格を伴う配転によって賃金が引き下げ
られる場合には、降格の要件も満たす必
要があります。その要件を満たさない場
合には、降格が無効となり、賃金減少の
原因となった配転自体も無効となります
（日本ガイダント事件・仙台地決平
14.11.14労判842号56頁参照）。
⑵本件配転に伴う不利益─労働者の職業
キャリアへの配慮─
　本件は、育児・介護など家庭生活に多
大な影響を与える遠隔地への配転ではな
く、また、直接賃金等の労働条件の引き
下げや降格を伴う配転でもありません。
そのため、この点から本件配転命令を権
利の濫用と判断することは難しいように
思われます。
　しかし、たとえ賃金等の労働条件の引
き下げを伴わない配転であっても、それ
が労働者の職業キャリアの形成に大きく
影響するとしたらどうでしょうか。Ｘが
主張したように、本件配転によって、
「社会貢献や自己実現の機会を得ること
ができない」、あるいは、「将来の昇格や
昇給が期待できない」とすれば、本件配
転によって将来的にＸが被る不利益は大
きいといえるのではないでしょうか。
　最近では、労働者の職業キャリアへ配
慮する観点から、使用者の配転命令の効
力を否定する裁判例（エルメスジャポン
事件・東京地判平22.2.8労判1003号84頁）
が登場しています。また、労働法学にお
いても、労働者が自らの職業生活を展開
させていくキャリア形成における権利が
主張されています。これまでは、職業生
活と家庭生活の調和への配慮という観点
から配転が議論されてきましたが、今後
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は、労働者のキャリア形成の視点から配
転命令を考えていくことが必要になると
いえるでしょう。
５．PIPをめぐる問題
　最後に、本件では直接問題になってい
ませんが、PIPをめぐる問題について若
干触れておきたいと思います。
　近年、外資系の会社を中心に、社員に
達成困難な課題を与え、それが達成でき
ないと解雇を迫る実態が明らかになって
きました。その手段として利用されてい
るのが「PIP」です。PIPとは、「パフォ
ーマンス・インプルーブメント・プラ
ン」または「パフォーマンス・インプル
ーブメント・プログラム」の略で、成績
不振の社員に課題を与えて能力を向上さ
せる制度です。表面上は、社員の業務改
善を目的としていますが、実際にはリス
トラや退職勧奨の道具として利用される
ことも少なくありません。
　本件でも、ＤがＸに「業務改善指摘項
目」を交付して60日以内に改善すること
を求めており、PIPが利用されています。
問題は、ＤがＸに「業務改善指摘項目」
を交付した際、すでにＹはＸの異動を承
認し、新たなEHSスペシャリスト候補者
に面接を実施していた点にあります。つ
まり、業務改善の如何を問わず、Ｙ及び
ＤはＸの本件配転を決定していたことに
なります。そうすると、本件においてそ
もそもPIPが必要だったのかという疑問
が生じます。
　この点、本判決は（前掲判旨部分では
割愛しましたが）、「業務改善指摘項目
は、漠然としており具体的な内容の説明
がないこと」や、「書き直された同項目
は、事実の時期がいっさい特定されてお

らず、その文意が不明瞭な部分が散見さ
れるし、それに続くPIP…が実行に移さ
れたのかどうかも不明であったりするな
ど、完成度の低いものといわざるを得な
い」と判断しました。このように、PIP
の制度上の問題（PIPに具体性はあるの
か、業務改善指摘項目に合理性はあるの
か等）を明らかにした点で、本判決は重
要な意味をもっています。
　PIPを利用した退職勧奨やリストラ
は、今後さらに問題になることが予想さ
れます。PIPを使って能力不足や適格性
の欠如を理由に労働者を解雇しようとす
る場合には、企業はPIPの制度自体の合
理性や、PIPの必要性及び具体性、実現
可能性などについて明らかにする必要が
あるでしょう。また、退職勧奨（退職強
要）を目的とした嫌がらせ的なPIPは、
労働者の人格権侵害やパワーハラスメン
トにあたり、不法行為を構成し、使用者
は損害賠償責任を負う可能性があること
にも留意すべきです。
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金子　雅臣

１　就業規則にない処分

──うちの処分規程には降格という処分
がないんですよ。でも、今回の事案に
は、降格という処分が一番ふさわしいの
ではないかという意見が出ていまして
ね。どうしたものかということなんです
が、いかがなものでしょうか。
　中古自動車販売会社の木田総務課長
が、就業規則の該当部分を指差しなが
ら、問いかけてきた。

──なるほど、就業規則にはない降格処
分をしたいということですか。
──なにせ古い就業規則でして、作成の
経緯はわからないのですが、なぜか降格
処分の記載がないんです。
──でも、降格処分の規定がない就業規
則は必ずしもめずらしくはないですよ。
　私は、就業規則の不備をならしている
木田をなだめるように言ってみた。
──それはともかく、役員会で、「降格
処分ができないのはおかしい。どこの企
業でもやっているし、就業規則に載って
いようといまいと、やればいいんじゃな
いか」という意見もありましてね。それ
で、就業規則にない処分が果たして可能
なのかどうかということなんですが…。
──一般論で言えば罪刑法定主義とでも
いいますか、就業規則にない処分はでき
ないということになるんですが、場合に
よっては可能なことも…。
　私は、問題がどこにあるのか理解しな
いまま慎重な言い方をしてみた。しか
し、木田は完全に否定されると思ってい
たらしく、「可能なことも…」という私
の言葉に食いついてきた。
──それじゃあ、就業規則にない処分で
も可能なことがあるんですか？　確か、
以前「就業規則にない解雇理由ではダ
メ」と言われた記憶があるんですが…。
──ええ、確かに就業規則にない処分と
いうのは原則的には許されないことはそ
の通りなんですが、今回の場合について
は事情にもよるかもしれませんね。

２　“事情”による

　「事情による」という説明に、当初は
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驚いた顔をしていた木田は、逆に「可能
性がある」ということに希望を見出した
のか少し明るい顔になった。
──それで、事情によるというその“事
情”というのは何ですか？
　前かがみになって木田が聞いてきた。
──説明がやっかいなので、そちらの今
回の事案についての説明を聞いてからの
方がわかりやすいかもしれませんね。
──なるほど、今回のケースが、その事
情に適うかどうかということですか。
──ええ、まあそんなところでしょうか。
　私は、詳しい説明をしないまま問題の
案件についての説明を聞くことにした。
──それがですね。大したことではない
のですが、営業課長が取引先との間でト
ラブルを起こしてしまいましてね。当社
的には何の問題もないのですが、取引先
との関係では若干配慮しなければならな
いということになったケースなんです。
──自社で、何も問題がないのに処分し
なければならないということですか？
　私は木田の言っていることの意味がわ
からずに聞き返した。
──説明が少し難しいのですが、商談で
相手会社にまとめ買いをしていただける
ならということで大幅値引きをしたので
すが、その差額を相手会社の担当者が飲
み食いに使ったとかいうことのとばっち
りを受けましてね…。
──相手会社内部の問題ということです
ね。それが、どうして営業課長に…。
　私は依然として事態をつかめないまま
再度聞き直した。
──ええ、その相手の担当者がうちの営
業課長から「その差額は接待費だと思っ
て受け取ってくださいと言われた」と言

い訳をしたらしいんですよ。
　木田は商売上の事情が絡むらしく、慎
重な言い回しで言った。

３　“接待費”か“値引き”か

──つまり、差額は接待費だったのかど
うかということですか。
　私はさっぱりわからぬまま聞き返した。
──ええ、先方ではうちとの取引で担当
者が多少の接待を受けることはこれまで
も認められてきた経緯があるらしく、今
回もそれだということで言い訳を…。
──相手は、いつもなら文字通り接待だ
が、今回は現金値引きでやってくれた。
つまりその差額は、あくまで接待のうち
という理解をしたということですか。
　何か分かったようなわからない話だっ
たが、その差額を相手企業の担当が「こ
れまで通り」という感覚で、ポケットに
入れてしまったということらしかった。
──そのことに気付いた会社が「現金を
受け取ることと、接待を受けることは意
味が違う」ということで、その担当者を
処分したということなんです。
──それは当然でしょうね。個人的に飲
食の接待を受けるのと、組織として購入
費用の上前をはねるのとでは意味が違っ
てきますからね。それで、営業課長は、
そのことに意図的に関与していたという
ことですか。
──いや、それがまったく事実と違いま
してね。そんな話はないんです。せいぜ
い、話の中で、「接待の気持ちも込めて
値引きをしましょう」とは言ったらしい
んですが…。関係ないですよね。
──それじゃあ、営業課長はとばっちり
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ということですね。値引きのやり方にも
問題はないんですか。
　念のため、値引き交渉自体に問題がな
いのかどうかについても確認してみた。
──ええ、全然問題はないんです。値引
き幅も会社の了解範囲ですし、手続き的
にも問題ない。
　木田は、キッパリと断定した。
──それじゃあ、なんで営業課長を処分
するということなんですか？
　会話はいつの間にか、最初のテーマに
戻ることになっていた。

４　忖度で処分

──それが、今回の最大のテーマなんで
すよ。営業課長に落ち度はない。しか
し、取引相手がうちとの関係で処分をし
ている。そこへの遠慮というか、配慮と
いうか…。
──つまり、取引先への忖度のために処
分するということですか？
──いや、それだけではないんですがね。
これが新任の課長でして、今回のような
ことは、営業課長としては今後気をつけ
なければならないことだという点はある
んです。そこで教育的指導の意味を込め
た処分をということになったんですよ。
──それなら、就業規則にある減給とか
厳重注意とかではダメなんですか。
──それが、そうした内部処分では目に
見えないから、忖度なのに相手に通じな
いということなんですよ。
──つまり、目に見える処分で相手に誠
意を示すということですか。
──ええ、そうなんです。でも、それだ
けではなくて、先ほど言いましたように

営業課長に教育的な指導を与えるという
ことも…。
　木田は、言い訳のように付け加えた。
──それで、どうなんですか？
　木田は哀願するような目で、私に問い
かけてきた。
──実は、これまでのお話とも関係する
のですが、降格は処分ではなく、あくま
で人事権の一環として企業がやることが
できるという考え方があるんですよ。
──なるほど、人事権としてですか…。
　あごに手をあてるようにして木田が目
を輝かせた。
──あくまで、処分ではなく、人事権と
してということなんですね。それで、処
分とはどこが違うんですか。
──懲戒処分は、企業秩序維持のための
労働者に対する特別な制裁ですから、契
約関係における特別の根拠、つまり、就
業規則上の定めが必要とされます。それ
は労働基準法89条１項９号にもありま
す。したがって、使用者が懲戒処分とし
て降格処分を行うには、就業規則上懲戒
処分として降格処分が規定されていなく
てはダメなんです。
──それが、就業規則の問題ですね。
　木田はさかんにうなづいていた。

５　人事権による降格

──そうなんです。しかし、法人という
ものは、特定の目的及び業務を行うため
に設立されるものですから、この目的な
いし業務遂行のため雇用関係にある労働
者に対し、その能力、資質に応じて、組
織の中で労働者を位置づけ役割を定める
人事権があるということです。
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──なるほど、それは道理ですよね。
──そこで、労働者の資質が現在の地位
にふさわしくないと判断される場合に
は、業務遂行のため、労働者をその地位
から降格することも人事権の行使として
当然認められるということです。
──それじゃあ、人事権行使としてはOK
ということですか。
──そうです。降格処分についての就業
規則に定めがない場合においても、人事
権の行使として降格処分を行うことは許
されるということもあるということです。
──少し難しくて理解できないところも
ありますが、人事権としてならいいとい
うことですね。
　ホッとしたように木田が言った。
──ただし、この人事権の行使は、労働
契約の中で行使されるものですから、相
当な理由がないのに、労働者に大きな不
利益を与える場合には、人事権の裁量逸
脱、濫用として無効となります。
　喜んでいる木田に注意するように言っ
てみた。
──それは大丈夫です。手当で５千円程
度ですし、あらかじめ本人にも半年間と
伝えておくつもりですから…。
──つまり、経済的負担はさほどではな
いということですね。それに、本人も今
回の措置について、相手の会社との関係
での処分であることを了解しているとい
うことでしょうか。
──そういうことです。
　木田は明るく答えた。

６　その降格は“善意”か“悪意”か

──それにしても、法律というのは難し

いですね。懲戒としてはできないが、人
事権としてならできるという理屈が、も
う一つの見込めないですね。
──そもそも日本の雇用システムは外国
と違って、職務やポストを限って雇用し
ているケースが少ないんです。ポストが
限定されるとなれば、ポジションの変更
は労働条件の変更ですからそれなりに厳
しく制約される。
──そういうことになりますよね。
──それ以外の、職種やポストを限定し
ない雇用の場合は、雇用して能力開発を
して、その能力に見合ったポストに就け
るのが人事だという理解がされているん
ですね。いわば、育てあげるということ
ですから、そこでの扱いは使用者の判断
に任される。
──まあ、それが実態ですからね。
──そうなると、そこの部分では使用者
には広く裁量権があるということです
よ。言い方を変えれば、人事権としての
降格は、必要性があり、本人の不利益が
なければ特別な場合は除いて認められる
ということでしょうか。
──なるほど、そんなものなんですか。
木田はまだ釈然としない顔だった。
──これはあくまで私流の解釈なんです
が、人事権による降格は、あくまで本人
のステップアップの一環だということで
すから、善意ならOKで悪意ならダメと
いうことじゃないでしょうか。
──なるほど、それなら分かりやすいで
すね。今回の件はあくまで善意ですか
ら、OKということですね。
　ようやく、木田は納得したようだっ
た。
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「事例」で考える労働法

社会保険労務士（元労働基準監督官）
北岡　大介

労災保険給付と賃金請求権の関係性
〈第50回〉

Ｑ：労災補償給付と賃金請求権は
調整されないのか？

　Ｘは技術系社員として、10数年当社

で勤務していましたが、メンタルヘルス

不調を訴え、長期間の私傷病休職を取得

していました。当社の私傷病休職期間は

最長３年であり、期間満了となったため、

本人に復職の意向と診断書の提出を求め

たところ、傷病のため復職困難とするた

め、就業規則に基づき普通解雇としまし

た。　

　これに対してＸはまず同メンタルヘル

ス不調が「業務の過重性」によるもので

あるとし、労災申請を行いました。所轄

労基署は同申請に対し不支給決定処分を

行いましたが、行政訴訟において、同人

の長時間労働と上司の言動等を基に業務

上であるとされ、労災不支給決定処分が

取り消されました。時効にかからない部

分（申請から２年以内）について、遡っ

て労災保険から休業補償給付と特別支給

金が支払われることとなります。

　またＸは会社に対して、同メンタル不

調によって就労できないのは、会社が休

職期間満了を理由に解雇したためであ

り、同解雇は労基法19条（業務災害に

よる療養期間中の解雇無効）に違反する

ものであり、同解雇の結果、使用者の責

めに帰すべき事由による休業を余儀なく

されているものとして、民法536条２項

に基づき賃金全額の支払いを求めていま

す。当社としては、同請求に応じられな

いと回答していますが、法的にはどのよ

うに考えるべきでしょうか。

１　はじめに
　近年、精神障害の労災申請および認定
案件が急増しています（平成21年度申請
1136件、認定234件）。そのうち約９割も
の申請事案は、申請労働者がメンタル不
調を理由に休業中であるものが占めてい
ます。今、企業において最も対応が難し
いのが、設問に挙げたような同対象労働
者による休職期間満了時の解雇、賃金請
求等の係争案件です。同問題に対し、先
例的な判断を示したのが東芝事件控訴審
判決（東京高判平成23年２月23日　労経
速2101-3）に他なりませんが、判決自体
に議論を呼ぶ点が多く、今後の企業実務
を混乱させる懸念もあるところです。こ
こでは同高裁判決を批判的に検討し、労
災保険と賃金請求権との関係について解
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説することとします。
２　労災保険制度における賠償調整規定
　我が国では、従業員が業務に起因して
疾病に罹患等した場合、労災保険給付の
申請・受給とともに、使用者に対して安
全配慮義務等を理由に損害賠償請求を求
めることが認められています。両者から
給付なり賠償がなされた場合、被災労働
者に対し、二重に損害が填補されること
になるため、現行法では労災保険給付と
損害賠償で同一の理由によるものについ
て以下の調整を講じることとしていま
す。

　使用者側の損害賠償が先行した場
合、労災保険給付において、損害賠償
（保険給付によって填補される損害部
分）の価格の限度で保険給付しない
（労災保険法64条２項）
　労災保険給付が先行した場合、使用
者の損害賠償額から労災保険給付にお
ける休業補償給付等を損害賠償額から
減額（労基法84条１項・２項類推適用　
裁判例）
　上記ケースにおいて障害補償年金等
の年金給付がなされた場合は、前払一
時金給付の最高限度額に相当する額の
限度で、賠償の履行をしないことがで
きる（労災保険法64条１項）

３　労基法19条違反の解雇と賃金請求
権について
　通常、労災が発生した場合、従業員側
は会社側に対して不法行為又は債務不履
行（安全配慮義務違反）を理由とした民
事損害賠償請求を提起します。これに対
して、本設問のように、労基法19条違反

を理由に解雇無効であるとし、民法536
条２項に基づく賃金請求権が認められる
のでしょうか。
　とりわけ会社側が復職の意向を確認す
るも、従業員側が診断書提出の上、「職
場復帰は不可能」と自ら拒絶している場
合はどのように考えるべきでしょうか。
これだけを見ると、同人は労務提供の
「意思」および「能力」に欠けることを
自認しているようにも思われます。この
ような労務提供の「意思」「能力」に欠
ける社員について賃金請求権が生じうる
のか疑問が生じるところですが、これに
対して、同控訴審判決は、第１審被告の
上記趣旨の主張を受け、概略次のとおり
判示しました。
　「債権者である使用者の責めに帰すべ
き事由により債務者である労働者が債務
の履行として労務の提供をすることがで
きなくなる事態には、労働者の労務提供
の意思を奪う場合もあり得るのであるか
ら、労働者において労務提供の意思形成
の可能性がありながら、当該労務者の判
断により労務の不提供を判断したなどの
特段の場合であればともかく、使用者の
責めに帰すべき事由により労働者が労務
提供の意思を形成し得なくなった場合に
は、当然に同条項の適用があるものと解
するべきであって、業務上の疾病として
本件鬱病を罹患した第１審原告の状況
は、使用者の責めに帰すべき事由により
労働者が労務提供の意思を形成し得なく
なった場合に当たる。」
　以上のとおり、控訴審判決は、労務提
供の意思欠如を作出したのは、そもそも
使用者側の責めに帰すべき事由（安全配
慮義務違反）によるものであり、労働者
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側に現実の履行の提供（労務提供の能力
欠如も含めて）は必要ないとします。
４　労災補償給付がなされた場合におけ
る民法536条２項の適用排除の可否
　民法536条２項に基づく賃金請求権が
認められるとしても、労災保険給付が行
われる場合に、民法536条２項に基づく
賃金請求を認めることは「労災保険法と
の関係で使用者側に労災保険給付と損害
額との調整が認められず、不合理な結果
を招く」ことから、同適用は排斥される
との批判もあるところです。これに対し
控訴審判決では以下のとおり判示しま
す。
　「労基法及び労災保険法上の「休業補
償」の趣旨は、労働者が業務上の疾病等
による労務提供不能の状態に陥った場合
について、それは企業の営利活動に伴う
現象であるから企業活動によって利益を
得ている使用者に損害の填補を行わせ労
働者を保護することが相当であるとの見
地から、労働者の最低生活を保障するた
め、使用者に帰責性がない場合であって
も、平均賃金の６割に当たる部分の支払
いを、罰則により担保しながら、使用者
に義務づけるとともに、労働者の保護を
十全なものとするために労災保険制度に
よる補償も合わせて定めたものと解され
る。このような制度目的に照らすと、使
用者に帰責性がある業務上の疾病等によ
る労務提供不能の場合に、労基法ないし
労災保険法によって、民法536条２項の
適用を排除し、雇用契約の継続を否定し
なければならないと解すべき合理性はな
く、第１審被告の指摘する使用者の不利
益があるとしても、雇用契約の継続を否
定し、同条項の適用が排除されるとの解

釈をすべき理由とはならないというべき
である」。
　たしかに労災補償給付がなされる場合
に、明文で民法536条２項の適用を排除
していませんので、ただちに適用排除の
解釈は取りがたいようにも思われます。
しかしながら控訴審判決における労災補
償制度の趣旨の理解には首肯しがたい部
分があるように思われます。労災補償制
度の沿革を振り返れば、そもそも労基法
上、使用者に義務づけられている補償義
務（労基法75条以下）を保険化したもの
といえます。確かに同保険制度は労働者
に対する迅速かつ公正な保護を目的とし
ますが、使用者の補償義務を責任保険化
した点は今なお制度目的の根幹にあり、
この点が労災補償制度において使用者の
みに保険料納付義務を課している規範的
根拠にあたると考えられます。
５　民法536条２項に基づく賃金請求件
と労災補償給付との調整（損益相殺）
　控訴審のとおり、民法536条２項が適
用排除されないとの見解を取るとして
も、同請求と労災補償給付との間で調整
がなされないことはただちに意味しませ
ん。しかし同争点に対し、控訴審は次の
とおり判示し、調整自体を否定します。
「労基法24条１項本文が賃金の全額支払
を使用者に対し義務づけていることにか
んがみると、賃金の支払請求につき、過
失相殺ないしその類推適用を認めること
はできないと解される。また、第１審原
告は…賃金に関し、健康保険組合から傷
病手当金等、労働基準監督署から休業補
償給付等を受領しているが、同条項の適
用以前に、これらの給付は賃金を填補す
る関係にないから、第１審原告がこれら
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の給付を受領していることをもって、第
１審被告が支払うべき賃金の額を減額す
べきことにはならない。そして、健康保
険組合や労働基準監督署との関係におい
て不当利得が発生するとしても、その不
当利得は損失を受けた東芝健康保険組合
や労働基準監督署との関係において清算
すれば足りることであるから、第１審原
告の賃金請求が信義則に反するとする第
１審被告の主張は、理由がない」。
　上記判示の前提として、まず民法536
条２項に基づく賃金請求が労基法24条１
項本文の保護を受けることとしています
が、果たして妥当な解釈といえるのか疑
問が残るところです。これについて、労
基法上の賃金は「労務の代償として支払
われるべきもの」であるところ、民法
536条２項に基づく賃金請求権は「労務
の代償」ではなく、同条項の成立要件を
満たしたことを理由に請求権が生じるも
のと観念されます。また労基法26条に基
づく「休業手当」は労基法11条でいう賃
金には該当しない（東京大学労働法研究
会編「注釈労働基準法（上巻）」174頁参
照（水町勇一郎執筆））ことからも、民
法536条２項に基づく賃金請求権は労基
法上の賃金に該当しないと考えます。と
すれば、先の控訴審判決が言うところの
「賃金の全額払い」原則があてはまらず、
同賃金額について相応の過失相殺ないし
類推適用が認められることとなります。
また同控訴審では「同条項の適用以前
に、これらの給付は賃金を填補する関係
にない」としますが、民法536条２項に
基づく賃金請求権は、労災補償給付にお
ける休業補償給付等に関する限り、民事
損害賠償請求と同様に「得べかりし賃

金」の保障という同一の機能を有するも
のであり、同賃金請求権と労災補償給付
間で調整を講じることは公平の理念に合
致します。本控訴審も、賃金請求権が認
められる限り、労災補償給付等は不当利
得に該当し、１審原告は返還義務を負う
旨明らかにしていることからも、同控除
を認めること自体に不利益性は生じませ
ん。以上から同判旨部分には大いに疑問
が残るところです。
まとめに代えて
　今年度中に精神障害の労災認定基準見
直しが予定されており、ますます同申
請・認定が増大することが必至といえま
す。そのような中、同控訴審判決のよう
に、賃金請求と労災の二重取りを容認す
るかのような判断は、損害の公平な填補
の理念を著しく害し、企業・行政実務へ
の著しい混乱が懸念されるものです。同
混乱を回避すべく、裁判例の展開あるい
は立法的な解決が取られることが企業実
務からも望まれます。
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編集部
転勤の際の新しい職場に向かう途中の災
害は、通勤災害か業務災害か

Ｑ 労災保険についてお尋ねします。
通勤途上の災害については、通勤

災害として、業務上災害とは一部異なる
取り扱いとなっていると思いますが、転
勤の際の、新しい職場に向かう途中の災
害は、通勤災害としての取り扱いになる
のでしょうか。それとも業務災害として
の取り扱いになるのでしょうか。ご教示
ください。

一定要件を満たせば業務上災害（赴任途
上災害）になる

Ａ 労災保険法における「通勤」につ
いては、７条第２項において「労

働者が、就業に関し、住居と就業の場所
との間を、合理的な経路及び方法により
往復することをいい、業務の性質を有す
るものを除くものとする」と定められて
います。
　ご質問は、転勤の際の新しい職場に向
かう途中の災害について、通勤災害と業
務災害のどちらになるかということです
が、このケースは赴任途上における業務
災害や通勤災害の認定基準の明確化等に

ついて定めた次の通達に示されています。
　「赴任途上における業務災害等の取扱
いについて」（平３・２・１基発75号）
１、赴任途上における業務上の事由によ

る災害（「赴任途上災害」）の範囲
　赴任途上における災害のうち次の⑴～
⑷の要件をすべて満たす場合に赴任途上
災害とすること。
⑴新たに採用された労働者が、採用日以

後の日において、その採用に伴う移転
のため住所若しくは居所（「住居地」）
から採用事業所等に赴く途上又は転勤
を命ぜられた労働者が、その転勤に伴
う移転のため転勤前の住居地等から赴
任先事業場等に赴く（「転勤」）途上に
発生した災害であること。

⑵赴任先事業主の命令に基づき行われる
赴任であって社会通念上合理的な経路
及び方法による赴任であること。

⑶赴任のために直接必要でない行為ある
いは恣意的行為に起因して発生した災
害ではないこと。

⑷当該赴任に対し赴任先事業主より旅費
等が支給される場合であること。

　なお⑴の転勤については、「転勤とは、
住居地等から、赴任先事業場への通勤が
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可能な地域への転居を前提とした移転を
いう。具体的には、移転のため、住居地
又は赴任元事業場から赴任先事業場所属
の社宅等へ赴く場合のほか、移転先住居
等の都合によりホテル等へ赴く場合又は
直接赴任先事業場へ赴く場合が該当する
こと。」と定められています。
　このように、赴任途上における災害に
ついては、⑴～⑷の要件をすべて満たす
場合に、赴任途上における業務上の災害

（赴任途上災害）として取り扱うことが
定められています。したがいましてご質
問のケースが上記４要件に該当する場合
には、業務災害として労災保険の給付が
行われると考えることができます。
　なお、赴任途上災害の場合は、同通達
により、赴任先の事業場の労災保険を適
用することとされています。

年次有給休暇の時間単位付与はパート労
働者にも認めなければならないか

Ｑ 当社のパートタイム労働者が、年
次有給休暇を１時間だけ取得した

いと申し出てきました。当社では、年休
はこれまで１日単位で付与してきました
ので、時間分割という付与の仕方はして
いません。半日付与は可能としています
が、これもパートには認めていません。
しかし、労働基準法の改正により時間単
位の付与が認められることになったとの
ことですので、これも認めなければなら
ないのでしょうか。

時間単位での付与は労使協定の定めが必
要。パートも対象に定めた場合は付与に

Ａ 時間単位の年次有給休暇（以下
「時間単位年休」という）の付与

は、労働基準法改正により2010年４月１
日から付与することが可能とされまし
た。これは、労使協定の締結を条件に、
１年間に５日の範囲内で時間を単位とし
て付与することができるようになったも
のです。
　時間単位年休の付与を実施する際に必
要な労使協定の締結については、労働基
準法第39条第４項において以下のとおり
定められています。
　「使用者は、当該事業場に、労働者の
過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織す
る労働組合がないときは労働者の過半数
を代表する者との書面による協定によ
り、次に掲げる事項を定めた場合におい
て、第１号に掲げる労働者の範囲に属す
る労働者が有給休暇を時間を単位として
請求したときは、前３項の規定による有
給休暇の日数のうち第２号に掲げる日数
については、これらの規定にかかわら
ず、当該協定で定めるところにより時間
を単位として有給休暇を与えることがで
きる。 
１　時間を単位として有給休暇を与える

ことができることとされる労働者の範
囲 

２　時間を単位として与えることができ
ることとされる有給休暇の日数（５日
以内に限る。） 

３　その他厚生労働省令で定める事項」
　このうちの「３」については、労働基
準法施行規則第24条の４において以下の
通り定められています。
　「法第39条第４項第３号の厚生労働省
令で定める事項の厚生労働省令で定める
事項は、次に掲げるものとする。
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１　時間を単位として与えることができ
ることとされる有給休暇１日の時間数

（１日の所定労働時間数（日によって
所定労働時間数が異なる場合には、１
年間における１日平均所定労働時間
数。次号において同じ。）を下回らな
いものとする。） 

２　１時間以外の時間を単位として有給
休暇を与えることとする場合には、そ
の時間数（１日の所定労働時間数に満
たないものとする。）」

　このように、時間単位年休の付与にあ
たっては労使協定の締結が必要であり、
その内容として「時間単位年休の対象労
働者の範囲」「時間単位年休の日数」「時
間単位年休１日の時間数」「１時間以外
の時間を単位とする場合はその時間数」
を規定しなければなりません。
　なお、時間単位年休付与の対象となる
労働者の範囲を定める際に、仮に一部を
対象外とする場合は、事業の正常な運営
との調整を図る観点から労使協定でその
範囲を定めることとされています。例え
ば、事業の正常な運営が妨げられる場合
が想定されるとして工場のラインで働く
労働者を対象外とする、などが考えられ
ます。
　ただし、取得目的などによって対象範
囲を定めることはできません。例えば、
育児を行う労働者に限り付与の対象とす
るのは、取得目的による制限となるため
認められません。
　ご質問のパート労働者への時間単位年
休の付与については、パートタイム労働
者も原則として付与対象者とすることが
可能ですが、所定労働時間が短いことか
ら、適用を除外することも考えられま

す。もしパートタイム労働者の業務内容
等から時間単位年休付与の対象外とする
必要がある場合には、労使協定において
範囲を定める際に、パートタイム労働者
を除外して締結する必要があるというこ
とになります。

パートに配転を実施したら賃金などの差
別が禁止されるのか

Ｑ 当社では、パート労働者にも配転
を実施することを検討していま

す。ところが、パートにも配転を実施す
ると、通常の労働者と同一視できる労働
者となり、賃金などの差別が禁止される
ので問題だという声が社員の中から出て
きました。配転を実施すると賃金などで
も同じにしなければならないことになる
のでしょうか。

配転だけで同一の労働条件が義務とされ
るわけではない

Ａ ご質問だけでは、御社のパート労
働者がどのような労働条件になっ

ているのかがわかりませんが、パート労
働者であっても、その働き方が通常の労
働者と同じであれば、その待遇について
も同じように扱わなければなりません。
　この点について、パート労働法第８条
第１項では以下のように規定されていま
す。
　「事業主は、業務の内容及び当該職務
に伴う責任の程度（以下「職務の内容」
という。）が当該事業所に雇用される通
常の労働者と同一の短時間労働者（以下

「職務内容同一短時間労働者」という。）
であって、当該事業主と期間の定めのな
い労働契約を締結しているもののうち、
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当該事業所における慣行その他の事情か
らみて、当該事業主との雇用関係が終了
するまでの全期間において、その職務の
内容及び配置が当該通常の労働者の職務
の内容及び配置の変更の範囲と同一の範
囲で変更されると見込まれるもの（以下

「通常の労働者と同視すべき短時間労働
者」という。）については、短時間労働
者であることを理由として、賃金の決
定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利
用その他の待遇について、差別的取扱い
をしてはならない。」
　つまり、同条ではパート労働者を
①通常の労働者と同視すべきパートタイ

ム労働者
②職務内容と一定期間の人材活用の仕組

みや運用等が通常の労働者と同一のパ
ートタイム労働者

③人材活用は異なるが、職務内容は通常
の労働者と同一のパートタイム労働者

④人材活用も職務内容も通常の労働者と
は異なるパートタイム労働者

の４つに分類して、待遇（賃金、教育訓
練、福利厚生）についての具体的な取り
扱いを定めているわけです。
　すべての待遇について差別的取扱いが
禁止されるのは、上記①のパートタイム
労働者です。具体的には、⑴職務内容が
同一、⑵人材活用の仕組みや運用が全期
間を通じて同一、⑶期間の定めがないま
たは反復更新している──のすべてを満
たすパートタイム労働者ということにな
ります。
　ご質問のパート労働者には、配転を実
施するということですが、それだけで通
常の労働者と同視すべきパートタイム労
働者になるわけではありません。上記⑴

～⑶のすべてを満たす場合であれば、賃
金を含めたすべての待遇で差別的取り扱
いが禁止されることになります。
　上記①のパートタイム労働者に該当し
ない、②～④のパートタイム労働者の賃
金については、同法第９条に規定が設け
られています。
　第９条では、②に該当するパートタイ
ム労働者と、③、④に該当するパートタ
イム労働者に分け、それぞれ賃金の決定
に関する努力義務を規定しています。
　③、④に該当するパートタイム労働者
については、通常の労働者との均衡を考
慮しつつ、職務の内容、意欲、能力また
は経験等を勘案して賃金を決定すること
が求められます。
　②のパートタイム労働者については、
通常の労働者と同一の方法により賃金を
決定することが求められます。
　この努力義務の対象となる賃金の範囲
は、通勤手当、退職手当等、職務内容と
密接な関連を有するとはいえない賃金を
除くもの（基本給、賞与、職務関連手
当）となります。
　ご質問の場合も、職務内容が同一か否
か、人材活用の仕組みや運用が全期間を
通じて同一か否か、期間の定めがないま
たは反復更新しているか否かといった点
を見て、差別禁止となるのか、また、努
力義務規定の対象になるのかを判断する
必要があるでしょう。
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労働Ｇメン
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あるある相談事例集（その11）

Ｊ　懲戒・服務
Ｑ　自主退職した労働者について、後か
ら懲戒解雇事由が発覚しました。この
労働者を懲戒解雇できませんか。

Ａ　解雇は事業主が将来に向かって雇用
契約を一方的に解消するものです。既
に退職が成立していれば、原則として
その者を解雇することはできません。

Ｑ　減給の制裁措置は、翌月以降に持ち
越すことはできますか。対象月の減給
額が法律の上限とされている10％を超
えてしまっているのです。

Ａ　１回の事案に対する減給を数カ月に
わたって実施する場合であっても、そ
の合計は１日の平均賃金の半額の範囲
内で行う必要があり、また、一賃金支
払期に発生した数事案に対する減給の
制裁を数カ月にわたって行うとして
も、その合計は当該賃金支払期におけ
る賃金総額の10分の１を超えてはなら
ないので、既に10％を超えてしまって
いる場合は翌月以降に減給を持ち越す
ことはできません。

Ｑ　出勤停止を命じ、その間の給与を全
額不払いとしてもよいのは、どのよう
な場合なのでしょうか。

Ａ　就業規則に「出勤停止」にかかる根
拠規定があることは最低限必要です。
判例では「就労拒否と賃金支払い免除
が同時に認められるには就労拒否が使
用者の責に帰すべからざる事由に基づ
くときに限られ、就労させないことに
つき、不正行為の再発、証拠隠滅のお
それなどの緊急かつ合理的な理由が必
要である」とされています。
Ｑ　部下に非違行為があり処分をされた
のですが、その管理責任を問われ上司
の私まで処分されてしまいました。こ
んなことは許されるのでしょうか。
Ａ　懲戒処分の対象となった部下の非違
行為が、上司の管理責任の範囲内とい
うことならば、上司であるあなたの処
分もあり得ます。
Ｑ　遠隔地への転勤命令を拒否する労働
者がいるのですが、その者を処分でき
るでしょうか。
Ａ　①まず、転勤を命ずるには就業規則

などにより「転勤がある」という
定めがあることを要します。

　　②入社時にも特別に勤務地を限って
いない場合には、使用者は「個別
的同意なしに」「業務上の必要に
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応じ、その裁量により労働者の勤
務場所を決定」し、「これに転勤
を命じて労務の提供を求める権
限」があるとされ、転勤命令可能
とされる判例が多いです。

　　③ただし、転勤、特に転居を伴う転
勤は、一般に労働者の生活関係に
少なからぬ影響を与えずにはおか
ないことから、使用者の転勤命令
権は無制限に行使することができ
るものではなく、これを濫用する
ことは許されません。また業務上
の必要性が存することを要し、か
つ、当該転勤命令が他の不当な動
機・目的をもってなされたもので
ないことを要します。さらに労働
者に対し通常甘受すべき程度を著
しく超える不利益を負わせるもの
は無効とされた判例もあります。

　　④上記①～③の観点に照らして「権
利の濫用にならない転勤命令」で
あれば労働者はその命令に従う必
要があり、これを拒否すれば懲戒
処分も可能となります。

Ｑ　会社から帰宅途上にあるポストに会
社の郵便物（封書）の投函を依頼した
ところ、その従業員から手当の支給を
求められました。また、この従業員は
掃除やお茶出しを頼んでも拒否します。
就業規則では社内の美化、整理整頓を
義務付けていますので、業務命令違反
として懲戒処分できるでしょうか。

Ａ　ポストの郵便物を投函することを依
頼したことについては、保管責任があ
ることも鑑み、賃金支払いの対象にな
ると考えられます。後段の問題につい
ては「業務命令違反」になる可能性は

ありますが、どの程度の懲戒処分が妥
当かについては判断が困難です。どち
らかといえば従業員とのコミュニケー
ションの問題と考えられ、十分話し合
って解決すべきと思われます。
Ｑ　営業所の所長をしていますが、会社
から販売を禁止されている中古機械を
社員に販売して営業所でプールし、使
っていたことが発覚し懲戒解雇されて
しまいました。解雇はやむを得ないと
思いますが、懲戒解雇されるほどのこ
となのでしょうか。解雇予告手当は支
払われますか。
Ａ　会社があらかじめ労働基準監督署長
から解雇予告除外認定を受けることな
しにあなたを即時解雇したのであれ
ば、解雇予告手当の支払いを求めるこ
とはできます。
　　懲戒解雇の対象になるかどうかにつ
いては
　①就業規則の懲戒事由の該当の有無
　②これまでの同種の扱いが事実上容認
されていた事実の有無、あるいはこ
れまでの同種事案の有無及びそれに
対する処分

　③会社への損害の程度、事案の重大
性、会社が講じてきた防止措置の内
容等が勘案されることになります。
一概には言えませんが、お話を聞い
た限りでも横領・費消と判断される
可能性は高く、懲戒解雇の対象にな
り得ると思われます。

Ｑ　派手な服装、刺激的な服装、匂いの
強い香水など、女性社員に身だしなみ
に関する注意は可能ですか。
Ａ　程度問題ですが、他の社員の迷惑に
なっているのなら、注意は可能です。
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Ｑ　事務系労働者に対し「仕事中の喫
煙」「飲食（茶）」を禁止することは可
能でしょうか。接客系労働者の場合は
どうでしょうか。

Ａ　生理現象ではないので可能となり得
るでしょう。

Ｑ　飲食業を営んでいますが、食品衛生
上、従業員（調理師）に対し、勤務時
間中のトイレの利用を差し控えるよう
要請することは可能でしょうか。

Ａ　生理現象を抑制することになるの
で、不可能です。

Ｑ　ある宗教に入信していて勤務時間中
に「神のおつげではこうなる」などと
話をする労働者を懲戒できますか。ま
た、勤務時間外に勧誘活動をするのを
禁止できますか。

Ａ　勤務時間中、勤務に関係のない話を
禁止することは可能です。注意をし、
なお改まらない場合は就業規則に従っ
て懲戒処分をすることも可能です。他
の労働者が不快であるのなら勤務時間
外の勧誘活動を止めるよう求めること
は可能ですが、禁止命令や処分は不可
能でしょう。

Ｑ　社内恋愛を禁止できますか。不倫は
どうでしょうか。

Ａ　社内恋愛はもちろん、不倫を禁止す
ることもできません。不倫は配偶者に
対する不法行為にすぎず、その事実の
みをもってして処分の対象にすること
はできません。ただし、これにより社
内の風紀が乱れるなどの混乱が生じ、
業務に支障が生ずれば処分が可能とな
る場合もあります。

Ｑ　トラックの運転手に対し引っ越しシ
ーズンにチラシを配って回るよう指示

することは可能でしょうか。
Ａ　入社時に説明し、その上で契約して
おけば問題はありません。新たにその
ような仕事をさせようとする場合につ
いても、期間を限定しての指示である
ので行い得ますが、たとえば歩合給を
含む賃金体系等である場合、一時的に
せよ賃金の低下をきたすことが予想さ
れる場合には報酬額を含め労働者に同
意を求めるよう努めて下さい。
Ｑ　社員が窃盗で逮捕されました。会社
には就業規則やこれに準ずる社内規範
もありませんが、この社員を懲戒解雇
できますか。
Ａ　まずは「できない」と考えるべきで
す。窃盗を犯した者が警察に逮捕され
処罰されるのは、刑法で窃盗が犯罪で
あるとされ、かつ罰則も定められてい
るから（罪刑法定主義）です。
　　会社の懲戒処分も同じことが言え、
予め就業規則などで「懲戒事由」と
「処分の内容」が明示されてはじめて
処分が可能となるのです。
　　設問の場合も普通解雇は可能でしょ
うが、懲戒解雇はできないと考えるべ
きです。
　　なお、「事業主は潜在的に懲戒権を
有する」とする学説もありますが、現
在はほとんど支持されていません。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

この記事はHP「まこやんが行く」あるいは「労

働Ｇメンまこやん」から著者の許可を得て無償

転載したものです。（編集室）
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『職場でできるパワハラ
解決法』
金子雅臣著

日本評論社
1800円＋税

　本例会のテーマとしても再三にわたり
取り上げてきたパワハラだが、実際に件
数が減り、トラブル事例が少なっている
という話はまだ聞かない。
　本書は、本会報の「職場のさざなみ」で
もおなじみの金子雅臣氏の近著である。
　本書は全８章からなるが、１章から４
章では、今なぜパワハラが減らないのか
といった職場の背景から、パワハラの定
義、熱血指導とパワハラの境界線、裁判
になったパワハラ事例について書かれて
いる。
　すでにこうした問題についてセミナー
等で話を聞いているという人には、５章
以下が読みどころになるだろう。
　第５章「求められる職場内解決」で
は、裁判で当事者双方がクタクタになる
まで争うよりも、両当事者が納得する形
で解決に至る和解を勧めている。筆者は
パワハラに限ったことではないが、和解
の段取りを紹介し、自らの体験を書いて
いる。筆者が和解させた例を読むと、両
当事者が白黒をつけることを望んいでい
たかどうかはわからないが、互いに引き
際を与えられれば、互いの犠牲が最小限
で済むことがあるのだと教えられる気が
する。特にここで著者は、職場内解決が
ベストだと強調している。パワハラの原
因に社内コミュニケーションの問題があ
ることが、それを強調する理由の１つで
ある。また、外部の第三者が中立の立場
でパワハラに介入しても、職場の仕事の

進め方や指導・教育の実情を加味した判
断が難しいことも、その理由だと書いて
いる。
　第６章「解決の技法と実務」では、ま
ず、「社内解決がベストであると述べて
きましたが、社内解決がいいとしてもそ
の解決が簡単でないことは言うまでもあ
りません。逆に、社内であるからこそむ
ずかしい点も当然に出てきます。そこで
和解を進める側は、和解こそがベストな
解決であるという確信をもってあたるこ
とが大切になります。そうした確信がな
ければ、こうした調整や調停を進めるこ
とはむずかしくなります」と述べている。
　和解を進めるためにはいくつかのテク
ニックが必要だとも書かれており、この
章ではそのテクニックについて書かれて
いる。和解に向けては、土俵を用意し、
双方の話を聞くことから始め、和解の可
能性を探ることになるが、解決のための
４つのツールとして、通知、調整、調
停、調査があげられている。
　第７章「事例で考える解決」では、厳
しい指導をする課長とその部下の事例を
通じて、相談を受けた側としてはどのよ
うな対応が適切なのかを検討する。パワ
ハラの多くの場合、コミュニケーション
ギャップが原因であり、そこに注目した
解決手法をとることが重要だと書かれて
いる。ここでもパワハラの解決手段とし
て和解が極めて効果的であることが強調
されている。
　またこの章では、パワハラが指導や教
育を通じて生じやすいことから、管理職
自身が当事者にならないように注意する
ことが必要であることや、管理職の調停
者として役割が重要であることについて
触れられている。
　パワハラの解決策として和解が効果的
であること、そして、その和解の技法を
網羅する１冊。
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